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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ミャンマー連邦共和国政府との討議議事録（R/D）に

基づき、技術協力プロジェクト「ミャンマー国農民参加による優良種子増殖普及システム確立計

画プロジェクト」を 2011 年 8 月から 5 年間の計画で実施しています。 

プロジェクトの中間点である 2014 年 2 月 2 日から 2 月 28 日までの間、日本及びミャンマー連

邦共和国側での合同評価を通じて、協力期間前半における活動の実績の確認と評価及び後半に向

けての課題の抽出と提言を行うことを目的として、JICA 国際協力専門員相川次郎を団長とする中

間レビュー調査団を現地に派遣しました。 

本報告書は、これらの中間レビュー調査団による現地調査や協議の内容・結果をまとめたもの

であり、今後のプロジェクト運営に広く活用されることを願うものです。 

最後に、調査の実施にあたりご協力を頂いた内外の関係者の方々に深い感謝の意を表するとと

もに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 
2014 年 5 月 

 
独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 北中 真人 
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略 語 正 式 名 称 日 本 語 

BS Breeders Seed 育種家種子 

CF Contact Farmers 契約種子農家 

C/P Counterpart カウンターパート 

CS Certified Seed 保証種子（採種圃種子） 

DAP Department of Agricultural Planning 農業灌漑省計画局 

DAR Department of Agricultural Research 農業灌漑省農業研究局 

DOA Department of Agriculture 農業灌漑省農業局 

FAO Food and Agriculture Organization  国際連合食糧農業機関 

FS Foundation Seed 原々種種子 

IRRI International Rice Research Institute 国際稲研究所 

JCC Joint Coordination Committee  合同調整会議 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

KOICA Korean International Cooperation Agency 韓国国際協力団 

MAPCO Myanmar Agricultural Public Corporation ミャンマーアグリビジネス公社 

MAS Myanmar Agriculture Service 農業灌漑省農業サービス庁 

MRRC Myanmar Rice Research Center ミャンマーイネ研究センター 

MOAI Ministry of Agriculture and Irrigation 農業灌漑省 

MOC Ministry of Commerce 商業省 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PIC Project Implementation Committee プロジェクト実行委員会 

PLA Participatory Learning and Action 参加型学習行動法 

PO Plan of Operations 活動計画 

PRA Participatory Rural Appraisal 参加型農民調査法 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

RS Registered Seed 登録種子（原種種子） 

RSC Rice Specialization Company コメ専業会社 

SAI State Agricultural Institute 農業短期大学 

T/G Target group ターゲットグループ 

VFRDC 
Vegetable and Fruit Research and 
Development Center 

野菜果樹研究開発センター 

YAU Yezin Agricultural University （国立）イエジン農業大学 
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１．単位 

1 Kyats (K)（ミャンマーチャット）＝0.1046 円（2014 年 3 月 5 日為替レート） 
1 US Dollars (USD)（米ドル）＝102.362 円（2014 年 3 月 6 日為替レート） 
1 acre (ac)（エーカー）＝4,046.86 平方メートル＝約 0.4 ヘクタール 
1 bag（バッグ）＝50kg 
1 basket (bsk)（バスケット）＝籾 20.9kg、精米 34.0kg 
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行政区分 

State 州 

Region 地区 

District 県 

Township (T/S) タウンシップ 

Sub-Township (S-T/S) サブタウンシップ 

Village Tract (V/T) 村落 

Village 村 

職位 

Director General 局長 

Deputy Director General 副局長 

Director 課長 

Deputy Director 副課長 

Assistant Director 課長補佐 

Staff Officer 係長 

Deputy Staff Officer 副係長 

Assistant Staff Officer 係長補佐 

Deputy Assistant Staff Officer 副係長補佐 

Senior Clark 上級秘書 

Junior Clark 下級秘書 
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評価調査結果要約表（和文） 
 

１ 案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 
案件名：農民参加による優良種子増殖普及システム強化プ

ロジェクト 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：1 億 4,493 万円 

協力期間： 
2011 年 8 月～2016 年 8 月 
（5 年間） 

先方関係機関：農業灌漑省農業研究局（DAR）、同省農業局

（DOA）1 

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の農業は、GDP の 40％を占める重要

な産業であるが、そのなかでもコメは全耕地の約 50％で生産され、5,400 万人の人口に対し、

年間 1 人当たり 150kg（籾ベースでは 220kg）と摂取カロリーのほとんどを供給する も重要

な穀物である。なかでも、エーヤワディ・デルタ地域は同国のコメ生産量の約 30％を産出する

国内随一の穀倉地帯であるが、一般農家はモンスーンの雨を利用して年 1 回の稲作を伝統的な

方法で行っており、土地生産性は低く、農家は貧困から脱却できない状況にある。 
このような環境下でコメ生産を向上、安定化させるため優良種子の導入は農業基盤整備等に

比べて少ない費用で実行できるため、貧困農家にも取り入れやすい。こうした背景から、ミャ

ンマー農業灌漑省は、1970 年代後半から世銀、国際稲研究所等の協力を得ながら、優良種子の

導入・供給のための仕組みをめざしてきた。他方、生産された優良種子は、①一般農家の嗜好

や慣行農法に適した在来種や、天水田の栽培に向いた品種（深水稲、陸稲等）が入っていない、

②種子を生産する契約種子生産農家の技術が未熟であるため、生産された保証種子（Certified 
Seed：CS）の品質が悪く、種子生産農家2が更新を目的とした種子として購入せず、自家採種

した種子を使用し続けている、③種子生産農家は収穫後、播種期まで種子を保管できず、普通

の籾として精米業者に販売したり自家消費しており、一般農家が必要とするときに種子がな

い、といった理由により、優良種子の利用が一般農家に広まっていない。 
このため、種子生産農家が生産した優良種子を一般農家に普及するため、①一般農家のニー

ズに基づいた種子の品種選定・生産・配布計画を、農業灌漑省農業研究局（Department of 
Agricultural Research：DAR）、同省農業局（Department of Agriculture：DOA）とともに構築する

こと、②種子生産農家の種子栽培技術を改善すること、③種子生産農家の種子保管技術を改善

するとともに、種実と種子の違い、種子としての有益性（販売価格等）を理解させることが求

められている。 
これら背景に基づき、JICA 技術協力プロジェクト「農民参加による優良種子増殖普及システ

ム強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）は①DAR の育種家種子（Breeders Seed：BS）、
原々種種子（Foundation Seed：FS）生産技術能力改善、②DOA の FS、登録種子（Registered Seed：
RS）生産・配布計画策定と品質管理能力改善、③農家の CS 生産能力向上を通じ、エーヤワデ

ィ・デルタ地域における農民参加による優良種子の増殖・普及システム強化を目的とし、2011
年 8 月から 5 年間の予定で実施中である。 

                                                        
1 農業灌漑省農業サービス庁（Myanmar Agriculture Service：MAS）が2012年に改編されDOAとなった。 
2 MASが存在していた時期はMASによる「契約」種子農家からの全量買い上げ制度があったが、組織改編後そうした制度は存

在しない。よって詳細計画策定調査当時用いられていた「契約・一般種子農家」は現在その区別がないことから本報告書で

は種子栽培を行う農家を「種子農家」に統一する。また、文中の「一般農家」とは種子生産を行わない稲作農家を指す。 



 

ii 

１－２ 協力内容（PDM Ver.2 に基づく） 
（1）上位目標：優良種子がミャンマー国内で広く使用される 
（2）プロジェクト目標：エーヤワディ・デルタ地域において農民参加による優良種子の増殖・

普及システムが強化される 
（3）アウトプット： 

1．DAR の BS 及び FS 生産技術の能力が改善される 
2．DOA の RS 生産・配布計画策定と品質管理能力が改善する 
3．DOA 種子圃場、種子生産農家（契約・一般）の優良種子生産能力が向上する 

（4）投入(評価時点：2013 年 11 月末) 
1）日本側 

専門家派遣：長期専門家派遣 延べ 3 名、短期専門家派遣 延ベ 17 名 
機材供与：約 9,856 万円 
ローカルコスト負担：約 4,637 万円 
研修員派遣（本邦研修）：カウンターパート（Counterpart：C/P）研修 5 名 

2）ミャンマー側 
主な C/P 人材の配置：延べ 27 名 
〔中央政府：プロジェクト・ディレクター（DOA 種子部長）、プロジェクト・マネジ

ャー（DAR 稲作部長）、DOA 普及部職員、中央種子研究所、地方政府：DOA 種子農

場、DAR 職員〕 
施設提供： 
C/P 人件費、ビル/施設費、電気代、水道代、諸活動費（83 万 1,570 円） 

２ レビュー調査団の概要 

調査者 日本側 
 

  
担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 相川 次郎 JICA 国際協力専門員 
育種 池田 良一 東京農業大学大学院農学研究科 教授  
営農/普及 上堂薗 明 JICA 国際協力客員専門員 
評価管理 三木 俊伸 JICA 農村開発部水田地帯第一課 特別嘱託 
評価分析 白井 和子 株式会社 VSOC 事業部 

  
 

 ミャンマー側 
担当分野 氏 名 所 属 

団長 Dr. Aung Kyi Deputy Director General, Department of 
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３ 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標：エーヤワディ・デルタ地域において農民参加による優良種子の増

殖・普及システムが強化される 
プロジェクトの達成見込みは、現時点における各指標の達成状況から明確に見込まれる

とは判断しきれない。各指標の達成状況は以下のとおり。 

指標 達成状況 

指標 1：プロジェクトサイトの 50％以

上の種子が保証種子検査に合格する 
・2013/14 年の雨期では CS 検査合格率は 50％以上

であり、既に目標を達成している。 
・時期、タウンシップ（T/S）による合格率の差異

がある。 
指標 2：150 戸以上の農家が保証種子を

毎年継続的に増殖し続ける 
・大半の種子農家は継続的に CS を増殖し続けてい

るが、一部の種子農家の入れ替えがあった。 
指標 3：70％以上の稲作農家（一般）が

プロジェクトサイトの稲作適地にお

いて保証種子を使う 

・未達成。数値の達成を測るためには調査が必要で

あり、プロジェクトは 2014 年度に実施予定。 

 
（2）アウトプットの達成度 

3 つのアウトプットに対する各指標の達成度合いは、指標によって差異があることが確

認された。 
DAR の BS、FS 生産能力向上（アウトプット 1）では、ガイドラインは作成中であり（指

標 1-1）、9 品種の BS のうち 4 品種が BS 基準を満たした（指標 1-2）。更に、DAR 研究員

向け研修数も目標値を達成するなど（指標 1-3）、比較的順調に進捗している。ただし、DAR
は 2013 年から FS 生産を行っておらず、成果及び指標から削除する必要が生じている。 

DOA の RS 生産配布計画策定と品質管理能力向上（アウトプット 2）に関しては達成の

途上にある。9 品種以上の RS 生産・配布計画策定（指標 2-1）はアウトプット全指標のな

かでも も達成度が低い。上述のとおり 4 品種が BS 基準を満たしている点で本指標は達

成には至っていない。開始当初のプロジェクトによるベースライン調査で種子フローの各

段階で計画策定が適切に行われていないことが判明したことからプロジェクトでは計画

策定に関する研修の実施と併せ、BS 生産から CS 生産配布に至るフローを農家のニーズに

基づきモデル的に実践することで計画策定能力の向上をめざしている（指標 2-2）。圃場検

査官に関しては 5 名以上の普及員が育ちつつあるが更なる研修が必要である（指標 2-3）。
更に、RS と CS のラボ検査数は順調に伸びているが、目標の 2011 年比で 2 倍までには至

っていない（指標 2-4）。 
農家の生産能力向上については（アウトプット 3）、圃場職員、普及員等に対する研修数

は目標数を達し（指標 3-1）、CS 基準を満たす種子は既に 50％を超えた（指標 3-2）。また、

目標値を超える比率の CS が種子として配布されている（指標 3-3）など達成度合いは比較

的高い。他方、（種子・一般）農家が種子情報を得ているかは不明であり調査を実施する

必要がある（指標 3-4）。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 
プロジェクトは、ミャンマーのコメ生産にかかわる課題に寄与している。また、基本的
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な農業政策、C/P、種子農家のニーズを反映しており、BS から CS 販売に至る種子フロー

への一貫した支援アプローチは妥当である。 
 

（2）有効性：中程度をやや上回る 
プロジェクト目標の達成はある程度見込める。ただし赤米混入の問題により CS 検査合

格率が一部の地域で下降傾向にある点への対応が必要である。成果 1～3 のプロジェクト

目標への達成への貢献は、論理的には整合性はあるが、成果 3 のうち CS 販売に係る達成

度が低いことがプロジェクト目標達成に影響する恐れがある。 
 
（3）効率性：中程度をやや上回る 

DAR、DOA 種子部と普及部、普及員への人材育成はある程度進んでいる。プロジェク

トは過去の関連案件（「農業普及人材育成計画プロジェクト」等）の成果を積極的に活用

している一方、本プロジェクトの供与機材の一部が有効活用されていない。また、DOA や

DAR の圃場では F1 種子の生産に人手が割かれ、プロジェクトが支援する種子生産圃場の

管理に影響が出ている。 
 
（4）インパクト：既にプラスのインパクトが発現している 

DAR で純化された BS は全国に配布され、対象農場はエーヤワディ・デルタ地域の RS
供給の大部分を占めるが、目標数値の達成見込みは不透明であり指標の見直しが必要。プ

ロジェクトでは Regional Officer も研修に巻き込んでおり、将来的な面的拡大は期待でき

る。また、従来 FS 生産は DAR と DOA の両方の農場で行われていたが、2013 年以降は

DOA の農場のみで行われるなど、組織面での本プロジェクトのインパクトも確認された。

 
（5）持続性：中程度をやや下回る 

ミャンマー政府はコメ生産と品質管理、官民連携の促進に重点を置いている。C/P は BS
生産に必要な品質管理技術の活用や、FS、RS、CS 生産に意欲を示しており、プロジェク

トサイトのタウンシップ（T/S）事務所のオーナーシップも醸成されつつある。一方で、

質の管理や高品質な種子生産の普及活動に向けて、現段階では政府からの十分な予算配分

は期待しにくい。 
 
３－５ 結論 

プロジェクトは FS、RS、CS の生産と配布・販売にかかわる DAR 職員、DOA 種子部及

び普及部職員、普及員、種子農家の能力向上を通じ稲種子フローの強化を図ることを目的

に実施されている。各組織の人材育成はおおむね順調に進んでおり、9 品種のうち 4 品種

が基準を満たし、かつ 2013/14 年の CS 認証は目標値を超えた。プロジェクトのおおむね

順調な進捗を支える成功要因は、各 C/P 組織の努力に加え、BS の純化手法、圃場検査、

CS 生産に係る適切な技術移転がなされたこと、CS の需要が高まりつつあることが挙げら

れる。他方、阻害要因としては赤米の混入問題や CS の需要が高まっている反面、種子農

家が利益を得ていない点等が挙げられる。 
 
３－６ 提言 

（1）全体的な提言 
1）プロジェクトの重点 

プロジェクトがめざすのは、CS 利用の面的拡大ではなく、種子フローの確立と、高

品質な種子生産であり、これらの点を再認識してプロジェクト後半の活動を実施するこ
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と。 
 

2）現行 PDM の改訂 
上記 1）の認識の下、以下の提言に基づき現在の PDM を改訂すること。（改訂 PDM

は 2014 年 2 月 27 日の JCC で承認された。） 
 

（2）プロジェクトへの提言 
1）保証種子の利用と販売促進に向けた活動の実施 
・種子フローの出口である CS の販売と利用促進が種子フローの要であり、CS のマーケ

ティング活動を実施すること。 
・現在プロジェクトが実施している CS 生産農家への RS と肥料の無料配布は、CS のマ

ーケティング活動により CS 生産農家は CS 生産から利益を生み出せるため、マーケ

ティング活動の結果を検討しつつ無料配布の終了を検討すること。 
2）プロジェクト開始後に発生した問題・課題に係る原因と対処方法の究明 
・プロジェクト目標の達成に関係する事項の例として、①赤米の発生、②CS 生産の対

象種子農家の入れ替え等の課題が発生している。これらの課題について原因と対策を

検討し、レポートにまとめること。 
3）これまで実施した活動結果や経験に基づく達成事項や成果の整理 
・プロジェクト終了後の成果の拡大に向けて、これまでの経験や実績に基づく活動成果

を整理しリスト化すること。上記 2）のレポートを含め、これらの内容は、今後のプ

ロジェクト活動実施の際に参照するガイドラインとしても活用すること。 
 
（3）ミャンマー側への提言 

1）種子政策とプロジェクト成果の統合 
・ミャンマー側はプロジェクト終了後の CS の利用拡大に意欲を示しており、ミャンマ

ー側評価チームからは、そのための計画をまとめた種子行動計画作成の必要性が示さ

れている。これに向けて、まずは現在ドラフト段階にある種子法改訂版や政府の種子

戦略とプロジェクトの成果を統合するために、ミャンマー政府内で必要な協議や工程

を検討すること。 
2）プロジェクト活動を円滑に実施するための予算配分 
・プロジェクトではミャンマーの種子フロー全体について各段階での種子増殖技術の改

善を支援しており、種子の純化や検定方法の改善、普及活動も行っているが、ミャン

マー側からの予算は時宜を得て C/P に配分されず、また金額も十分ではない。技術移

転や能力開発を更に進めるうえで、更なる予算配分を行うこと。 
 
（4）日本側への提言 

1）ミャンマー側との情報交換 
・本プロジェクトの成果を政策レベルで統合するために、JICA が世界各地で支援してい

るイネ種子関連プロジェクトから得た知見や経験について、ミャンマー側と情報交換

を行うとともに、ミャンマー側による種子行動計画の策定を側面支援すること。 
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Summary Result of the Mid-term Review 
 
Summary Result of the Mid-term Review for Technical Cooperation for the 
Development of Participatory Multiplication and Distribution System for Quality 
Rice Seed 
I. Outline of the Project 
Country ： The Republic of The Union of 
Myanmar 

Project Title：Development of Participatory 
Multiplication and Distribution System for Quality 
Rice Seed 

Issue/Sector：Agriculture / Rural Development  Cooperation Scheme ： Technical Cooperation 
Project 

Division in charge： 
Paddy Field Based Farming Area Division 1, 
Rural Development Department 

Total cost：144,934,561yen (as of November, 2013)

Period of Cooperation： 
August, 2011 – August, 2016 (Five(5)years)  

Partner Country’s Implementing Organization： 
Department of Agriculture Research (DAR), 
Department of Agriculture (DOA3), Ministry of 
Agriculture and Irrigation (MOAI) 

1-1．Background of the Project 
Agriculture in Myanmar contributes nearly 40％ of GDP, and among agricultural products, rice is 

the most important crop. Being cultivated in 50％  of whole arable land, 150kg/year of rice 
(220kg/year in case of paddy) is consumed among 5,400,000 people of Myanmar. Ayeyawady delta 
area is the largest production area, in which 30％ of the whole production of rice is cultivated. 
However, farmers still practice rain-fed farming, which results low productivity of rice, and farmers 
are in poverty yet.  

To promote stable increase of rice production, Ministry of Agriculture and Irrigation (hereinafter, 
“MOAI”) of the Government of Myanmar (hereinafter, the “GoM”) has established a system for the 
introduction and distribution of quality seed with supports from development partners such as World 
Bank and International Rice Research Institute since the end of 1970’s. However, produced quality 
seeds had several problems, such as (1) the indigenous varieties and/or appropriate varieties for rain fed 
field are not included, (2) quality of Certified Seed (CS) is low. Seed growers do not purchase low 
quality seeds for proper replacement, but continue to use self-grown seeds, (3) seed growers are not 
able to store seeds till next season due to repayment of debt. Consequently, they sell seeds as grains, 
and use for their own field, which leads to scarcity of seeds for paddy farmers. As a result, quality seeds 
are not widely used in Ayeyawady delta area. 

Confronting these issues, it was of crucial importance in Myanmar that (1) DAR and DOA would 
formulate a plan for selection, production, and distribution of quality seeds based on farmers’ needs, (2) 
seed growers improve their technique on seed production and storage with better understanding of seeds 
and its profitability. 

With above-mentioned background, JICA received the official request from the GoM for technical 
cooperation project on Development of Participatory Multiplication and Distribution System for 
Quality Rice Seed (hereinafter “the Project”) in August 2009. The Project commenced in August 2011 

                                                        
3 Myanmar Agriculture Service was reorganized as DOA in 2012.  
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with duration of five years, to strengthen multiplication and distribution system for quality seed of rice 
through (1) improvement of DAR’s capacity in Breeders’ Seed (BS) and Foundation Seed (FS) 
production, (2) improvement of DOA’s capacity in formulation of production plan and quality control 
of Registered Seed (RS), and (3) improvement of seed growers’ capacity in CS production. 
 
1-2．Project Overview 
(1) Overall Goal：Quality seed of rice is widely used by farmers in Myanmar. 
(2) Project Purpose：Participatory multiplication and distribution system for quality seed of rice is 
established in Ayeyawady delta area. 
(3) Outputs： 
1.  Capacity for production of BS and FS in DAR is improved. 
2.  Capacity for formulation of the plan of production and distribution for quality seed of rice and 

quality control in DOA are improved. 
3.  Capacity for production of quality seed of rice by farmers is improved in the project sites. 
 
(4) Inputs up to Evaluation 
Japanese side 
 Long-term experts specialized in three areas, and short-term experts of total 17 persons have been 

dispatched to the GoM up to date. 
 JPY144,934,561 was allocated as the total of provision of equipment, and local cost 
 Five C/Ps were dispatched for training in Japan. 
Myanmar side 
 Total 22 officials from Myanmar have been appointed as main C/P. 
 Project offices in MOAI have been provided for Japanese experts and project staff, as well as for 

project meetings. 

II. Evaluation Team 
Myanmar side ( Team Leader ) Dr. Aung Kyi, Deputy Director General,  Department 

of Agricultural Research, MOAI 
 (Member) U Aye Ko Ko, Director, Extension Division, Department of 

Agriculture, MOAI 
 (Member) Daw San Kyi, Assistant Director, Seed Division, Department 

of Agriculture, MOAI 
 (Member) Daw Myint Myint Aye, Staff Officer, Extension Division, 

Department of Agriculture, MOAI 
 (Member) Daw Nilar Aung, Staff Officer, Planning Division, 

Department of Agriculture, MOAI 
Japanese side (Team Leader) Dr. Jiro AIKAWA, Senior Advisor, JICA 

 (Seed Multiplication) Dr. Ryoichi IKEDA, Professor, Graduate School 
of Agriculture Sciences, Tokyo University of Agriculture 

 (Extension and Farming) Dr. Akira KAMIDOZONO, Visiting Senior 
Advisor, JICA 

 (Evaluation Planning) Mr. Toshinobu MIKI, Special Advisor, Paddy 
Field Based Farming Area Division 1,Rural Development Department, 
JICA  
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 (Evaluation Analysis) Ms. Kazuko SHIRAI, Consulting Division, 
Second Business Department, VSOC Co., Ltd 

Schedule of survey  February 2, 2014 to March1, 2014  
III. Results of Evaluation 
1. Project Performance 
-Project Purpose：Participatory multiplication and distribution system for quality seed of rice is 
established in Ayeyawady delta area. 
 
 Considering the present status of achievement of each target described in the indicators, the Mission 
team concluded that it is unclear whether the Project will achieve its goal or not. The detailed 
assessment of each indicators are described as follows：  

Indicator Achievement result 
1) Passing rate of CS inspection 

become more than 50 ％ in the 
project site. 

 Target is already achieved. In monsoon 2013/14, CS 
passing rate exceeded 50％. 

 However, the rate fluctuates season by season, and 
differs in three T/S. 

2) More than 150 farmers continue to 
multiply CS every year in the 
project site. 

■  While most target seed growers continue to grow CS, 
some of them were already replaced. 

3) More than 70％ of farmers who 
cultivate rice in  favorable area in 
the Project site use CS. 

 Not achieved yet. Survey is needed to measure farmers’ 
usage of CS in the Project site. The Project plans to 
conduct it in 2014. 

-Outputs 
The Mission team identified that the achievement of three outputs depends on the respective 

indicators. The overall improvement was found in capacities of staff at DAR for BS and FS production 
(Output 1). Guideline is in process of formulation (Indicator1-1), and four varieties out of nine met BS 
standard. (Indicator1-2). Moreover, number of training conducted for DAR researchers exceeded to the 
target figure. (Indicator1-3). It should be reminded that DAR’s function to produce FS has been 
terminated since 2013, which requires modification of the Output 1 as well as its indicators in the 
present PDM.  

Although DOA’s capacities in planning of RS production and distribution and quality control (Output 
2) are not fully improved yet, it is observed the progress is in the right course. Particularly, four 
varieties only are satisfied with seed standard at this point. Through the baseline survey conducted at its 
commencement, the Project identified that planning at all the stages of seed flow is not appropriately 
formulated. Therefore, the Project practices a model of seed flow from BS production till CS 
production and distribution based on farmers’ needs in addition to conduct training on planning of seed. 
(Indicator 2-2) As for field inspection, extension workers are obtaining knowledge and technique 
through the Project activities, but they are still in need of training (Indicator 2-3). Moreover, the 
number of RS and CS, which receives lab test is steadily increasing. However, target figure to increase 
double comparing with the 2011 has not been achieved yet (Indicator 2-4). 

Regarding the achievement of seed growers’ capacity in production (Output 3), the Project has 
conducted more training than its plan for seed farms’ staff and extension workers (Indicator 3-1), more 
than 50％ of seed met the CS standard already (Indicator 3-2). Around 87％ of CS is also distributed 
as seed (Indicator 3-3). However, a baseline survey is required to measure that 70％ of farmer access 
rice seed information in the Project site or not (Indicator 3-4). around 60％ of paddy goes wasted for. 
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2. Summary of Evaluation Results 
1) Relevancy：High 

The Project has contributed to tackle the issues of rice production in Myanmar. The objectives of the 
Project reflect the primary aspects of agriculture policy, needs of C/P organizations and seed growers. 
The Project approach to support the entire seed flow from BS purification to CS marketing is 
appropriate.  

 
2) Effectiveness：Above Medium 

It is expected that the Project purpose will be achieved at some extent by the end of the Project. 
However, the Project will need to tackle the Red Rice problem, which causes declining trend of CS 
passing rate particularly in Myaung Mya T/S. While achievement of three outputs logically contributes 
achievement of the Project purpose at present, less significant achievement in CS marketing activities 
may affect the achievement of the Project purpose in future. 

 
3) Efficiency：Above Medium 

Capacity development of officials at DAR, DOA Seed Division, and DOA Extension Division are 
on-going through the entire Project implementation. The Project effectively utilizes outputs of past 
projects such as Agricultural Extension Human Resource Development Project. On the contrary, it is 
observed that some of provided equipment is not fully utilized. The Project has also difficulty in 
managing seed farms due to lack of labors who mainly engage in F1 seed production at DOA and DAR 
farm. 

 
4) Impact：Some positive impacts are already observed. 

Purified BS at DAR is distributed nation-wide, and target seed farms largely supply RS in 
Ayeyawady delta area. Therefore, it is certainly expected that the quality seed will be distributed in 
future. However, it is not foreseeable whether the GoM will be able to reach the target figure three to 
five years after the Project’s completion or not. The indicator for overall goal should be revised so as 
to describe feasible and specific direction of the Project. The Project has included Regional Officers to 
the Project activities, and they are expected to play a vital role to expand the project activities in 
future.  

Institutional impact was also identified in DAR and DOA. FS production was operated in these two 
institutes before the Project’s implementation, and since 2013, FS has been produced only in DOA as 
the result of intensive instructions by the Project.  

 
5) Sustainability：Below Medium 
The GoM emphasizes the importance of increase of rice production, quality control based on the 
Public Private Partnership in its policy. C/P shows their strong will to use quality control methods for 
BS purification as well as production of FS and RS. Managers at three target T/S offices also express 
their ownership to facilitate CS production and promotion. However, it is not expected that GoM will 
fully provide budget support to maintain quality of seeds, and to disseminate CS to non-targeted 
Ayeyawady delta area. 
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3.Conclusion 
The Project aims to strengthen the rice seed flow through capacity development of officials at DAR, 

DOA Seed Division and Extension Division, as well as seed growers. Capacity development of these 
stakeholders is in progress as a whole. Particularly, four varieties out of nine have fulfilled the BS 
standard, and CS passing rate exceeded the target figure in 2013/14. Contributing factors for such 
progress of the Project are efforts of C/P, appropriate technologies for BS purification, field 
inspection, and CS production. CS demand is also increasing nation-wide, which motivates seed 
growers to continue their CS production. On the contrary, the Project encounters serious issues such 
as mixture of Red Rice and the present situation of target seed growers who cannot fully receive 
benefits from sales of CS. It is expected that the Project will tackle these issues in the second half of 
the Project period. 
 
4. Recommendations 
1) Overall recommendation 
(1) Highlights of the Project  
 To strengthen seed flow in target area and improve quality of different classes of seed (BS, FS, RS, 

CS) rather than expanding volume and application of CS in larger extent of area. 
(2) Revision of PDM 
 Current PDM (ver.2) is recommended to revise based on the result of review. 
 
2) Recommendation to the Project 
(1) Marketing Activities to Function Seed Flow  
 Implement detail activities according proposed activity 3-4 and 3-5. 
 Consider free distribution of RS and fertilizer according to the result of marketing activities. 
(2) Report of Issues Emerged after the Commencement of the Project 
 Investigate cause and counter-measure (e.g., mixture of Red Rice, Selection/Replacement of target 

farmers). 
(3) Prepare a List of Outcome 
 Organizing achievement and lessons learned would serve as a “guideline” for further promotion of 

activities. 
 
3) Recommendation for Myanmar Side 
(1) Integrate Project Achievement with Seed Policy  
 Formulation of seed action plan to further expansion of the Project outputs after the Project end. 
 Integrate the project achievement with Seed Policy and dialogues on seed development strategy at 

national level. 
(2) Budget Allocation for the Smooth Operation of the Project  
 To facilitate technical transfer and capacity development by the Project, more budgets allocation 

and on-time disbursement by GoM is necessary. 
 
4) Recommendation for Japanese Side 
Information Exchange on Seed Policy 
 Exchange information that JICA projects accumulated so as to integrate project outcomes at policy 

level. 
 Support Myanmar side to facilitate formulation of seed action plan for quality seed.  
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の目的 

「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）

は 2011 年 8 月から 5 年間を協力期間としており、今般プロジェクトの中間点を迎えるにあたり、

日本及びミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）側の合意の下で双方による合同

評価を行うことを主眼として中間レビュー調査を実施した。調査団派遣の具体的な目的は以下の

とおりである。 
① プロジェクトの進捗を、現行プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM Ver.2）と活

動計画（PO）を基にして確認する。 
② プロジェクト実施上の問題点や課題を明確にする。 
③ PDM を見直し、必要であれば改定を行う。 
④ 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）を用いてプロジェクトの達

成の度合を評価する。 
⑤ プロジェクト目標を達成するために必要な協力期間終了時までの活動と対策について提

言を行う。 
 
１－２ 調査団の構成 

中間レビュー調査は、JICA 側調査団員とミャンマー農業灌漑省（Ministry of Agriculture and 
Irrigation：MOAI）関係部局のメンバーからなる合同評価チームによって実施された。合同評価

チームのメンバー構成は以下のとおりである。 
 
（1）ミャンマー側評価チームメンバー 
担当分野 氏 名 所 属 

団長 Dr. Aung Kyi 
Deputy Director General 
Department of Agricultural Research, MOAI 

団員 U Aye Ko Ko 
Director 
Extension Division, Department of Agriculture, MOAI 

団員 Daw San Kyi 
Assistant Director 
Seed Division, Department of Agriculture, MOAI 

団員 Daw Myint Myint Aye 
Staff Officer 
Extension Division, Department of Agriculture, MOAI 

団員 Daw Nilar Aung 
Staff Officer 
Planning Division, Department of Agriculture, MOAI 

 
（2）日本側評価チームメンバー 

担当分野 氏 名 所 属 派遣期間 
団長/総括 相川 次郎 JICA 国際協力専門員 2 月 16 日～2 月 28 日

育種 池田 良一 東京農業大学大学院農学研究科教授 同上 
営農・普及 上堂薗 明 JICA 国際協力客員専門員 2 月 16 日～3 月 1 日

評価管理 三木 俊伸 JICA 農村開発部水田地帯第一課 特別嘱託 同上 
評価分析 白井 和子 株式会社 VSOC 事業部 2 月 2 日～3 月 1 日 
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１－３ 調査日程 

調査団は 2014 年 2 月 2 日（日）～3 月 1 日（土）にかけて派遣された。詳細は、以下の日程表

にまとめたとおりである。 
 

月日 日程 参加者 宿泊地 

2 月 2 日 日 
午前 【評価分析団員】 

成田発→ヤンゴン着（NH913） 
－ ヤンゴン 

2 月 3 日 月 
午前 
午後 

JICA ミャンマー事務所打合せ 
プロジェクト専門家面談 

評価分析団員 
現地語通訳 

ヤンゴン 

2 月 4 日 火 
午前 
午後 

（ヒンタダへ陸路移動） 
DOA ヒンタダ種子農場長面談 
ヒンタダ T/S 事務所長面談 

同 上 ヒンタダ 

2 月 5 日 水 
午前 
午後 

ヒンタダ T/S 内ターゲット農家面談 
（ミャウンミャへ陸路移動） 
DAR ミャウンミャ種子生産農場長面談

同 上 ミャウンミャ

2 月 6 日 木 

午前 ミャウンミャT/S内ターゲット農家面談

同 上 ラプタ 
午後 ミャウンミャ T/S 事務所長面談 

（ラプタへ陸路移動） 
ラプタ T/S 事務所長面談 

2 月 7 日 金 
午前 
午後 

ラプタ T/S 内ターゲット農家面談 
（ヤンゴンへ陸路移動） 

同 上 ヤンゴン 

2 月 8 日 土 終日 文書整理 － ヤンゴン 
2 月 9 日 日 終日 文書整理 － ヤンゴン 

2 月 10 日 月 

午前 
 

（ネピドーへ空路移動） 
DOA 普及部面談 
DAR 稲作部面談 

評価分析団員

現地語通訳 
ネピドー 

午後 DAR イエジン種子農場視察並びに同農

場関係者面談 

2 月 11 日 火 
午前 
午後 

DOA 種子部面談 
（ヤンゴンへ陸路移動） 

同 上 ヤンゴン 

2 月 12 日 水 終日 文書整理（ミャンマー祝日） － ヤンゴン 
2 月 13 日 木 終日 プロジェクト専門家面談 評価分析団員 ヤンゴン 

2 月 14 日 金 
午前 
午後 

三井物産面談 
DOA モービー種子農場関係者面談 

評価分析団員 
現地語通訳 

ヤンゴン 

2 月 15 日 土 終日 文書整理 － ヤンゴン 

2 月 16 日 日 
午前 【評価分析団員以外】 

成田発→ヤンゴン着（NH913） 
－ ヤンゴン 

2 月 17 日 月 
午前 
午後 

JICA ミャンマー事務所打合せ 
プロジェクト専門家面談 

全団員 
 

ヤンゴン 

2 月 18 日 火 

午前 （ネピドーへ空路移動） 
DAR 表敬 

全団員 
現地語通訳 

ヤンゴン 午後 第 1 回合同評価委員会開催 
DAR イエジン種子農場視察 
（ヤンゴンへ空路移動） 
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2 月 19 日 水 

午前 DOA 種子検査室視察、同室関係者面談

（ミャウンミャへ陸路移動） 
同 上 ミャウンミャ午後 ミャウンミャ T/S 内普及キャンプ視察、

同 T/S 内ターゲット農家及び普及員と

の面談 

2 月 20 日 木 

午前 【評価分析団員】 
文書整理 
【評価分析団員以外】 
トゥンガライ村内普及員及びターゲッ

ト農家との面談、ターゲット農家の種

子生産圃場視察 
同 上 ミャウンミャ

午後 【営農・普及団員】 
ミャウンミャ T/S 普及員と面談 
【営農・普及団員以外】 
団内協議 

2 月 21 日 金 
午前 
午後 

第 2 回合同評価委員会開催 
（ヤンゴンへ陸路移動） 

同 上 ヤンゴン 

2 月 22 日 土 
午前 第 2 回合同評価委員会開催（継続） 

全団員 ヤンゴン 
午後 プロジェクト専門家との協議、団内協議

2 月 23 日 日 終日 文書整理 － ヤンゴン 

2 月 24 日 月 

午前 （ネピドーへ空路移動） 
プロジェクト実施委員会（PIC）開催、

PDM 改訂協議 
全団員 
現地語通訳 

ネピドー 

午後 プロジェクト専門家との協議、文書整理

2 月 25 日 火 
午前 第 3 回合同評価委員会開催、合同評価

文書署名 同 上 ネピドー 
午後 文書整理 

2 月 26 日 水 終日 

【育種団員】 
DAR イエジン種子農場視察 
【育種団員以外】 
文書整理 

同 上 ネピドー 

2 月 27 日 木 

午前 文書整理 

同 上 ヤンゴン 
午後 合同調整委員会（JCC）開催、ミニッツ

署名 
（ヤンゴンへ空路移動） 

2 月 28 日 金 

午前 【評価分析団員】 
FAO ヤンゴン事務所との面談 
【評価分析団員以外】 
在ミャンマー日本国大使館報告 

全団員 機中 午後 JICA ミャンマー事務所報告 
【団長/総括、育種団員】 
ヤンゴン発→バンコク移動（TG306） 
【団長/総括、育種団員以外】 
ヤンゴン発（NH914） 

3 月 1 日 土  成田着 － － 
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１－４ 主要面談者 

中間レビュー調査の現地調査期間中の主要面談者は以下のとおり（敬称略・順不同）。なお、

主たる面談記録は付属資料 6 に所収した。 
 
（1）プロジェクト長期専門家 

藤井 知之 チーフアドバイザー 
岡田 秀雄 種子増殖 
碓井 哲郎 業務調整/農業普及 

 
（2）ミャンマー農業灌漑省 

U Hla Kyaw Director General, Department of Agricultural Planning 
U Kyaw Win Director General, Department of Agriculture 
Dr. Thein Lwin Director General, Department of Agricultural Research 
Dr. Ye Tint Tun Director, Seed Division, DOA 
Daw Tin Tin Myint Director, Rice Division, DAR 
Dr. Tin Ohnmar Win Assistant Director, Agricultural Extension Division, DOA 
Daw Thidar Win Assistant Director, Rice Division, DAR 
Daw Ni Ni Hlaing Seed Farm Manager, DOA Hinthada 
U Htein Lin Htun Seed Farm Manager, DAR Myaung Mya 
U Myo Min Lwin Oo Chief Officer, Hinthada T/S Office 
Daw Ni Ni Wai  Staff Officer, Hinthada T/S Office 
U Tin Maung Nyein Myaungmya T/S Officer 
U Kyaw Kyaw Hlaing Labutta T/S Officer 
U Cl.Hla Htoo Labutta T/S Deputy Staff Officer 

 
（3）FAO ミャンマー事務所 

Mr. Giuseppe Romalli Chief Technical Advisor, Environmentally Sustainable Food Security 
Programme (ESFSP) 

 
（4）三井物産株式会社 

川本 光哉 食糧本部穀物物流部 グローバル穀物販売室 室長補佐 
伊藤 宗久 ヤンゴン事務所 Assistant General Manager 
道野 臣哉 ヤンゴン事務所 Manager 

 
（5）ヤンマー株式会社 

小林 克己 農機事業本部海外推進部 部長 
 
（6）在ミャンマー日本国大使館 

和田 英紀 二等書記官（農林水産担当） 
 



 

－5－ 

（7）JICA ミャンマー事務所 
田中 雅彦 所長 
稲田 恭輔 次長 
山崎 陽子 企画調査員 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの背景 

ミャンマーの農業は、GDP の 40％を占める重要な産業であるが、そのなかでもコメは全耕地

の約 50％で生産され、5,400 万人の人口に対し、年間 1 人当たり 150kg（籾ベースでは 220kg）と

摂取カロリーのほとんどを供給する最も重要な穀物である。国内産地のなかでも、エーヤワデ

ィ・デルタ地域は同国のコメ生産量の約 30％を産出する国内随一の穀倉地帯であるが、同地域で

は、一般の農家はモンスーンの雨を利用して年 1 回の稲作を伝統的な方法で行っており、土地生

産性は低く、農家は貧困から脱却できない状況にある。 
このような環境下でコメ生産を向上、安定化させるためには、灌漑施設や輪中堤を含む農業基

盤整備、優良種子の導入、肥料、農薬の適切な投入が求められるが、なかでも優良種子の導入は

他の方法に比べて少ない費用で実行できるため、貧困農家にも取り入れやすい。こうした背景か

ら、ミャンマー農業灌漑省は、1990 年代初頭から世銀、国際稲研究所（International Rice Research 
Institute：IRRI）等の協力を得ながら、優良種子の導入・供給のための仕組みを確立してきた。し

かしながら、生産された優良種子は、①一般農家の嗜好や慣行農法に適した在来種や、天水田の

栽培に向いた品種（深水稲、陸稲等）が入っていない、②種子を生産する種子農家の技術が未熟

であるため、生産された保証種子（Certified Seed：CS）の品質が悪く、一般農家及び種子農家と

もに更新を目的とした種子として購入せず、自家採種した種子を使用し続けている、③種子農家

は収穫後、播種期まで種子を保管できず、普通の籾として精米業者に販売したり自家消費してお

り、一般農家が必要とするときに種子がない、といった理由により、優良種子の利用が一般農家

に広まっていない。 
このため、種子農家が生産した優良種子を一般農家に普及するため、①一般農家のニーズに基

づいた種子の品種選定・生産・配布計画を、農業灌漑省農業研究局（Department of Agricultural 
Research：DAR）、同省農業局（Department of Agriculture：DOA）とともに構築すること、②種子

農家の種子栽培技術を改善すること、③種子農家の種子保管技術を改善するとともに、種実と種

子の違い、種子としての有益性（販売価格等）を理解させることが求められている。 
このような状況の下、JICA はミャンマー政府の要請を受けて 2011 年 8 月から 2016 年 8 月の 5

年間の予定で「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」を実施中であ

る。本プロジェクトは、エーヤワディ・デルタ地域における優良種子の増殖・普及システムの強

化を目標に、DOA 種子部及び普及部、DAR をカウンターパート（Counterpart：C/P）として、3
名の長期専門家（チーフアドバイザー、種子増殖、業務調整/農業普及）を派遣して活動を実施し

ている。プロジェクトはこれまで DOA 種子部・普及部、並びに DAR を主要な C/P とし、2 カ所

の DAR 圃場（イエジン、ミャウンミャ）、2 カ所の DOA 種子生産圃場（モービー、ヒンタダ）

及び 3 カ所（ヒンタダ、ミャウンミャ、ラプタ）のタウンシップ（Township：T/S）をプロジェク

トサイトとして技術移転を実施している。 
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２－２ 協力内容 

２－２－１ 協力期間 
2011 年 8 月～2016 年 8 月（5 年間） 

 
２－２－２ カウンターパート機関 

農業灌漑省（MOAI）農業研究局（DAR）、同省農業局（DOA） 
 

２－２－３ ターゲットグループ 
DAR と DOA 職員、種子圃場職員（ヒンタダ、ミャウンミャ、モービー）、種子生産農家（ヒ

ンタダ、ミャウンミャ、ラプタの各 T/S） 
 

２－２－４ プロジェクト対象地域 
エーヤワディ・デルタ地域 
DAR サイト：マンダレー地域イエジン T/S（DAR 農場） 
プロジェクトサイト：ヤンゴン地域モービーT/S（DOA 農場）、並びにエーヤワディ・デルタ

地域（ヒンタダ、ミャウンミャ、ラプタの各 T/S 及び DAR/DOA 農場） 
 

２－２－５ プロジェクト実施体制 
図－１の体制が組まれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注）JCC：Joint Coordinating Committee 
PIC：Project Implementation Committee 
C/P：Counterpart 

 

図－１ プロジェクト実施体制  
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２－２－６ PDM 概要 
（1）上位目標 

優良種子がミャンマー国内で広く使用される。 
＜指標＞ 

1. エーヤワディ・デルタ地域の稲作に適した土地の 50％以上で保証種子（CS）/優良

種子が使用される。 
 

（2）プロジェクト目標 
エーヤワディ・デルタ地域において、農民参加による優良種子の増殖・普及システムが

強化される。 
＜指標＞ 

1. プロジェクトサイトの 50％以上の種子が CS 検査に合格する。 
2. 150 戸以上の農家が CS を毎年継続的に増殖し続ける。 
3. 70％以上の農家がプロジェクトサイトの稲作適地において CS を使う。 

 
（3）成果及び活動 

0. ベースライン調査を実施し、農家及び市場のニーズを確認する。 
1. DAR の育種家種子（Breeders Seed：BS）生産技術の能力が向上する。 

＜活動＞ 
1-1. 地域のニーズを満たすための登録種子（Registered Seed：RS）生産技術の導入

と DAR 及び DOA における BS 及び原々種種子（Foundation Seed：FS）生産プ

ロセスのレビューを行う。 
1-2. DAR において在来品種を含めた BS 及び FS を生産する。 
1-3. DAR の種子品質検査実験室を改善する。 
1-4. DAR の研究者/技術者の能力を向上させる。 
＜指標＞ 
1. BS 及び FS 増殖のための品質管理技術に関するガイドラインが策定される。 
2. 9 品種以上の BS と FS が農家のニーズと一定の水準を満たす。 
3. DAR において年 2 回以上、稲の品質管理に関するセミナー・ワークショップが

開催される。 
2. DOA の種子生産・配布計画策定及び品質管理能力が向上する。 

＜活動＞ 
2-1. DAR、DOA、種子生産農家の各段階における種子生産及び配布システムのレビ

ューを行う。 
2-2. 対象地域において、農家のニーズに基づいた種子生産及び配布計画を策定する。 
2-3. 種子生産及び配布状況をモニタリングする。 
2-4. ヤンゴンの種子検定センターに効率的な検査手法を導入する。 
2-5. ヤンゴンの種子検定センターの品質検査能力を改善する。 
＜指標＞ 
1. 9 品種以上の RS の生産、配布計画が策定される。 
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2. 9 品種以上の RS が農家のニーズと一定の水準を満たす。 
3. プロジェクトサイトの各 T/S において 5 名以上の圃場検査官が育成される。 
4. ヤンゴンの種子課による検査を受ける RS と CS のサンプル数が 2011 年時点より

も 2 倍になる。 
3. 対象地域において種子生産農家の優良種子生産能力が向上する。 

＜活動＞ 
3-1. 対象とする種子圃場の施設を整備する。 
3-2. 対象とする種子圃場の職員、普及員及びイエジン農業大学（Yezin Agricultural 

University：YAU）、農業短期大学（SAI）の学生に優良種子の増殖と普及に関

する研修を実施する。 
3-3. 契約種子生産農家（Contact Farmers：CF）の CS 生産技術に必要な技術指導を

行う。 
3-4. 一般種子生産農家に対し CS の生産技術を普及する。 
＜指標＞ 
1. 圃場職員、普及員、学生に対し毎年 8 回以上の研修が実施される。 
2. 50％以上の種子が保証基準を満たす。 
3. CS のうち 50％が配布される。 
4. プロジェクトサイトの農家のうち 70％以上がイネ種子情報を得ることができる。 
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第３章 中間レビューの方法 
 
３－１ 評価の手法 

日本・ミャンマー国双方のレビューチームが合同で、「新JICA事業評価ガイドライン第1版」4に

基づき、現行PDM（PDM Ver.2）（2012年6月28日付改訂）と評価5項目による評価手法を用い、①

プロジェクトの実績の確認、②実施プロセスの検証、③評価5項目（表－１）による検証を行っ

た。 
 

表－１ 評価5項目 

妥当性 
プロジェクトのターゲットグループのニーズへの整合性、プロジェクト内容の先方

政府と援助側の政策や優先順位との整合性、プロジェクトの戦略やアプローチの妥

当性に関する視点。 

有効性 
プロジェクトの達成見込みと、その達成がアウトプットの達成によりもたらされる

かに関する視点。 

効率性 
アウトプットの達成状況と投入がいかにアウトプットの達成に転換されているか

（量的、質的観点）に関する視点。他のアプローチと比して最も効率的な方法を適

用しているかも必要に応じ問う。 

インパクト 
上位目標の達成見込みと、プロジェクトの直接/間接的影響。また、正/負、予期した

/予期していない影響も確認する。 
持続性 プロジェクト終了後にプロジェクトがもたらした影響と持続性を問う視点。 

 
３－２ 評価の方針 

2014年1月15日に実施された本調査の対処方針に基づき、以下の点を評価方針として設定した。 
・プロジェクトの実績をPDM（PDM Ver.2）に沿ってまとめ、確認する。 
・評価5項目の視点を用い、事実・根拠に基づく将来の見込みの結果としての各項目の評価を

導く。 
・5項目のなかでも、プロジェクト目標の達成見込み（有効性）、アウトプットの達成状況と投

入との関連（効率性）、各レベルの指標などに特に着目し注意深く考察する。また、インパ

クトの範囲であるが、上位目標の指標をミャンマー側関係者とともに検討し、本プロジェク

トの長期的方向性を明確化する。 
・PDM（PDM Ver.2）の論理性、指標、活動を精査し、今後のプロジェクトの円滑な事業運営

に生かすと同時に、より適切に終了時評価を行えるようなPDM再改訂版（Ver.3）作成をめざ

す。 
 

３－３ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

評価グリッドに基づき、以下のとおり5項目それぞれに調査項目を設置した。また、データ収

集方法は5項目共通に適宜活用した。なお、調査項目、方法及び調査結果の詳細については、付

属資料7に所収した評価グリッドを参照されたい。 
  
                                                        
4 「新JICA事業評価ガイドライン【実践編】第1版」（執務要領）P.70～73表14「中間レビューの主な視点」（JICA評価部 2010
年10月） 
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３－３－１ 調査項目 
（1）妥当性 

ミャンマー政府の政策、農業開発計画との整合性、日本国政府の対ミャンマー支援政策、

C/Pやターゲットグループ（Target group：T/G）のニーズとの合致等。 
 

（2）有効性 
プロジェクト目標（エーヤワディ・デルタ地域における農民参加による優良種子の増

殖・普及システム強化）の達成度の見込み、及び指標の適切性、3つのアウトプットのプ

ロジェクト目標達成への論理的貢献、外部条件の現状等。 
 

（3）効率性 
各アウトプットの達成及び指標の適切性、インプット（人材、資機材、資金）の有効活

用、他事業との連携等。 
 

（4）インパクト 
上位目標（ミャンマー国内のエーヤワディ・デルタ地域における優良種子利用）の達成

度及び指標の適切性、政策、T/G、環境への影響等。 
 

（5）持続性 
政策の維持の見込み、財政面の将来的展望、体制と技術の維持普及等。 

 
３－３－２ データの内容と収集方法 

情報収集方法には、プロジェクト総括報告書、実績等報告書、政策文書等を用いた文献の分

析、一連の議論、MOAI、DAR、DOA、種子圃場（対象地区）等の関係政府職員、タウンシッ

プ（T/S）の種子農家等への質問票に基づくインタビュー（個人、グループ）、プロジェクトサ

イト視察等が含まれる。 
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第４章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 
４－１ 投入実績 

４－１－１ 日本側投入実績 
（1）専門家派遣 

本プロジェクトには①チーフアドバイザー、②種子増殖、及び③業務調整/普及の長期専

門家が延べ 3 名派遣されている。 
また、短期専門家は①品質管理、②植物病理、③遺伝資源利用、④種子増殖・普及、⑤

品質管理、⑥ポストハーベスト、⑦イネ育種、⑧種子市場調査の分野で延べ 17 名派遣さ

れている。 
 

（2）研修（本邦研修） 
2012 年 8 月に 5 名の C/P を、BS、FS、RS、CS の品質管理に関する本邦研修に派遣した

（1 回）。研修参加後は、DAR 局長がミャンマーでは毎年生産していた BS を異品種等の混

入機会を低減させるため、富山県にならい 3 年おきの生産に切り替える意向を示し、プロ

ジェクトでも、これを支援することとなった。また、DAR の圃場でも遺伝的純度を高める

ために FS及び RS圃場で厳格な異株抜き取りを実施するなど積極的に研修での学びを活用

している。 
 

（3）機材供与 
2011 年 8 月から 2013 年 11 月末まで、車両 2 台、トラクター、ワークショップ・普及キ

ャンプ用建物、選別機等、約 9,856 万円相当の機材を供与した。 
 

（4）在外事業強化費 
在外事業強化費としてベースライン調査、セミナー・ワークショップ開催費、種子圃場

整備経費等、2011 年 8 月から 2013 年 11 月末まで約 4,637 万円を日本側が負担した。 
 

４－１－２ ミャンマー側投入実績 
（1）プロジェクト要員 

ミャンマー政府は、本プロジェクトの C/P として、プロジェクト・ディレクターに農業

灌漑省 DOA 種子部長、プロジェクト・マネジャーに DAR 稲作部長及び DOA 普及部副部

長（2012 年 2 月からは同部職員）、C/P は DAR、DOA、中央種子研究所、野菜果樹研究開

発センター（Vegetable and Fruit Research Development Center：VFRDC）職員計 22 名を任命

している。 
 

（2）施設・設備の提供 
ミャンマー政府はプロジェクト事務所として、DOA Gyogone 事務所、イエジンの DAR

建物内、モービー種子農場建物内に執務スペースを提供し、維持費等約 83 万円の負担を

している。 
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４－２ 活動実績と達成状況 

DAR と DOA、種子農家とともにプロジェクトが行う活動の全体的な進捗を本調査で確認した。

DAR では純系統選抜手法（Pure Line Selection Method）を DAR 研究者が習得し、圃場や研究施設

の整備が進んだことで BS 純化が大幅に改善された。DOA 職員の育成のための活動を通じ、プロ

ジェクトは圃場検査能力向上を図り DOA 種子部によるラボ検査を推進した。その一方で、エー

ヤワディ・デルタ地域の CS 生産量と販売量が判然としないことがプロジェクトによる調査で明

らかとなった。これらの情報が基礎となる種子生産と配布、モニタリングについては、プロジェ

クトの計画どおりに進捗したとはいい難く、計画策定ができるようになるためのモデル事業とし

て農家のニーズを考慮した品種の選定、BS 純化から CS 生産配布を行っている。 
DAR と DOA の種子圃場の施設改善に続き、プロジェクトは対象地域の T/S 事務所の関連施設

整備も実施した。また、DOA T/S 事務所の普及員や 150 名の対象種子農家への研修を集中的に実

施し、彼らのモニタリング・指導能力や CS 生産能力向上を図った。プロジェクト期間の後半は

引き続き選定された品種の純化、FS、RS 生産配布、普及員の圃場検査官としての能力向上を図

りつつ、非対象種子農家や一般の稲作農家のための CS 使用のための啓発活動を積極的に展開す

る計画である。 
プロジェクトの詳細な活動実績は、以下のとおりである。 

 
活動 0-0：ベースライン調

査を実施し農業及び市

場のニーズを確認する。 

・対象地域の 3T/S において、種子生産農家及び一般農家合計 600 名に

対しインタビューを行い、家族状況、家計（資産、収入）、イネ作付

け状況（品種、収量）、種子（更新、入手方法）、営農に関する課題

等に関する調査を C/P 機関である種子部、普及部職員と合同で実施

した。 

アウトプット 1：DAR の BS と FS 生産技術の能力を改善する。 

1-1. 地域のニーズを満た

すための登録種子生産

技術の導入と DAR 及び

DOA における BS 及び

FS の生産プロセスのレ

ビューを行う。 

・DAR に対して品質管理の改善策に沿った技術指導を実施し、純系統

選抜の導入等により BS 生産工程の見直しを行っている。 
・本邦研修において種子生産における品質管理の研修を実施した結果、

参加した DAR 所長及び研究職員から低温庫の利用による BS 生産体

系の改善要望が出された。定温庫は DAR-Yezin において近日中に設

置される予定。 
1-2. DAR で在来品種を含

む BS、FS を生産する。 
・2012 年度から純系統選抜法を導入し、9 品種中 4 品種の BS の遺伝

的純度を大幅に改善した。その結果、2014 年度雨期の FS 生産用の

BS が DAR-Yezin にて生産された。 
1-3. DAR の種子品質検査

室の向上を図る。 
・必要資機材を供与し、検査室等関連施設と圃場を整備した結果、BS

生産効率が向上するとともに、品質管理のための環境が整備された。

・他方、2013 年雨期より DAR では FS 生産がなされておらず、当初想

定していた機材は十分活用されているとはいえない。 
1-4. DAR の研究/技術職員

の能力向上を図る。 
・2012 年と 2013 年に日本人専門家により BS（29 品種）及び FS（5

品種）に係る集中的な指導を行い、形質の異なる異株の著しい混入、

遺伝的分離と思われる品種を確認した。これら品種の一部は BS 採

取を一時中断し、固体選抜あるいは Seed Bank の長期保存 BS から増

殖する等の対策を C/P と協議する予定。 
・BS 生産における品質管理は、より頻繁な圃場観察や作業を必要とし
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ており、プロジェクトでは JICA 専門家による継続的な技術指導を計

画している。 

アウトプット 2：DOA の RS の生産・配布計画策定と品質管理能力が改善する。 

2-1. DAR、DOA を通じた

種子生産及び配布シス

テムのレビューを行う。 

・プロジェクトでは過去 5 年間の種子生産と種子フローについて調査

を行った。 
・調査の結果、BS、FS、RS 及び CS 生産の各段階で適正な品質管理と

配布がなされていないことが判明したことから、種子フローの順守

と厳格な品質管理の実施に関する指導を行っている。 
2-2. 対象地域において、農

家のニーズに基づいた

種子生産及び配布の計

画を策定する。 

・過去 5 年間の種子生産及び配布状況をレビューした結果、BS、FS
及び RS 生産と CS 市場（精米業界、生産組合）の需要が合致してい

ないことが判明した。プロジェクトではベースライン調査の一環と

して農家のニーズ調査を実施し、遺伝的純化の対象とする 9 品種を

選定し、150 の種子農家に RS 配布を開始した。 
2-3. 対象地域において種

子生産及び配布状況を

モニタリングする。 

・2008 年度から 5 年間の種子生産及び配布状況をレビューし、種子フ

ローが適切に機能していないことが判明した。 
・プロジェクトでは 2012 年度から圃場検査システムを再活性化してい

る。 
2-4. ヤ ン ゴ ン に あ る

（DOA）種子部に効果的

な検査技術を導入する。 

・プロジェクトはラボの研究者向けにセミナーを開催し、機材を供与

した。 
・プロジェクトはまた、種子の品質検査が適切に実施されていると確

認した。また、圃場審査制度についても種子検定センターの職員の

支援を得て審査員の育成研修を実施した。 
・2012 年からプロジェクト活動として生産された全 CS を中央の検査

センターにおいて検査している。 
2-5. ヤ ン ゴ ン に あ る

（DOA）種子部の種子検

査センターの品質検査

の管理・分析手法を改善

する。 

・品質検査に必要な機材をラボに設置し、検査の効率性が向上した。

アウトプット 3：プロジェクト対象地域の農家の優良種子生産の能力が向上する。 

3-1. 対象とする種子圃場

の施設を整備する。 
・DOA モービー種子圃場にてプロジェクトで投入した種子選別機、脱

穀機、乾燥機等の運転、保守・管理に関するマニュアル作成と講義

と実習から成る研修を実施した。 
・トラクター、耕運機、脱穀機等の導入及び操作研修の実施により圃

場管理の効率性が向上し、品質管理に集中できる環境を整えた。 
・種子精選機の導入及び操作研修により、種子の品質が向上した。 

3-2. 対象地域において、種

子増殖と配布に関する

研修を種子圃場職員、普

及員、SAI 及び YAU の

学生に対し行う。 

・DAR 職員、普及員、DOA 植物保護部技術職員、DOA モービー農場、

YAU モービー校の学生に対し、品質管理、ラボ管理、収穫後処理等

に関する研修、セミナーを実施した。 
・普及員に対し、PLA、RRA 研修を実施した。 
・全 44 研修の参加者合計：1,662 名。研修の詳細は付属資料 2 の合同

評価文書に所収した「研修リスト」を参照。 
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3-3. 対象地域の契約種子

生産農家に対し、保証種

子（CS）の生産技術に必

要な技術指導を行う。 

・2011～2013 年にかけて対象 3T/S から合計 150 名の農家を選定し、

無償で RS と肥料をこれら対象種子農家に提供している。 
・プロジェクトは種子農家による CS 生産に関し、普及員が行う品質

管理のモニタリング活動を支援中。また、普及員による圃場検査と

ラボ検査のためのサンプル種子の徴収についても支援している。 
・各 T/S にて普及キャンプや作業棟5を改装ないし建設し、種子の品質

向上を目的として精選機を設置し種子生産農家の利用を促進した。

・CS 生産圃場管理の向上のための異種判別版などのツールの必要性が

普及員と農家から提起されたことから、普及員によるツールの作成

が進行中。 
3-4. 農家に対し、保証種子

の生産技術を普及する。 
・CS の有利点を体感し販売促進につなげるため、2013 年雨期及び夏

期に生産された CS 合計 1,392 袋を一般稲作農家 1,000 戸に無償配布

し、啓発活動を行うと同時に CS 展示圃としても利用。 
・T/S 事務所主催の Field Day、農家集会等を通じ CS 普及・啓発活動

を行った。 
・優良種子の販売・普及のため官民の関係機関と連携を図ることを目

的に、プロジェクトサイトにおいて精米業者、精米組合等から優良

種子の使用と籾米の品質、精米歩合、価格の関係等に関する種子市

場調査を実施し、CS 普及（マーケティング）に関する提言を取りま

とめた。 

 

４－３ アウトプットの達成状況 

PDM（Ver. 2）で示された指標に基づく 3 つのアウトプットの達成状況は以下のとおり。 
 
アウトプット 1 

DAR の BS と FS 生産技

術の能力が改善する。 

1-1：BS 及び FS 増殖のための品質管理技術に関するガイドラインが策

定される 
指標はほぼ達成されている。プロジェクトは、DAR-Yezin、DAR- 
Myaung Mya 及び DOA- Hmawbi 種子圃場にてプロジェクトで投入した

種子選別機、脱穀機、乾燥機等の運転、保守・管理に関する「収穫後

処理マニュアル」をほぼ完成させた。 
1-2：9 品種以上の BS と FS が農家のニーズと一定の水準を満たす 
指標は未達成である。9 品種の BS の品質が検査され、4 品種が BS の

基準を満たした。 
1-3：DAR において年 2 回以上、イネの品質管理に関するセミナー・

ワークショップが開催される 
指標は既に達成した。2011 年 8 月以降、DAR においてワークショップ

が 4 回実施された。これらワークショップに 149 名の DAR 研究員、122
名の DOA 職員、YAU の教員が参加した。 

  

                                                        
5 普及キャンプ（extension camp）とはT/S事務所の敷地内外に設置された農家向け研修やセミナーを行うための集会所。作業

場（work house）は選別機などの機材を設置する建物。 
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アウトプット 2 
DOA の優良種子生産・

配布計画策定と品質管

理能力が改善する。 

2-1：9 品種以上の RS の生産、配布計画が策定される 
指標は未達成である。プロジェクトが実施したベースライン調査の結

果、種子フローの各段階で適切かつ農家のニーズを考慮した種子生

産・配布がなされていないことが判明した。このため、モデル的に 9
品種を選定し、FS～CS 生産と配布を行っている。また、2014 年度に

ニーズ調査を実施予定。 
2-2：9 品種以上の RS が農家のニーズと一定の水準を満たす 
そもそもプロジェクトによる BS の純化から RS の増殖まで 4 年間必要

である6ことから、現時点で指標は未達成である。 
2-3：プロジェクトサイトの各 T/S において 5 名以上の圃場検査官が育

成される 
県レベルの種子担当官との連携により普及員向け圃場検査研修が行わ

れ、各 T/S から 15 名の普及員が全研修に参加した。目標値は達成した

が、継続的な研修は必要。 
2-4：ヤンゴンの種子部による検査を受ける RS と CS サンプル数が 2011
年時点よりも 2 倍になる 
以下のとおり検査数は増加しているが、目標値は未達成。 
中央種子研究所により検査を受けた稲種子サンプル数： 
2012 年度：495（2011 年度比 52％増） 
2013 年度：521（2011 年度比 60％増） 

アウトプット 3 
プロジェクト対象地の

農家の優良種子生産の

能力が向上する。 

3-1：圃場職員、普及員、学生に対し毎年 8 回以上の研修が実施される

目標値は既に達成している。プロジェクトで実施した研修は以下のと

おり。 
・普及員：年間 4 回（PLA 含む）×2 年間 
・種子圃場職員：年間 2 回×2 年間 
・YAU 学生：年間 1 回×1 年間 
上記のほか、DAR、DOA 種子圃場職員、ラボ職員対象セミナー/研修

を計 44 件実施。参加者数：1,662 名（2011～2013 年度） 
3-2：50％以上の種子が CS としての基準を満たす 
目標値は既に達成した。 
・2012/13 年：雨期 43％、夏期 22％7が CS 検査合格。 
・2013 年夏期：22％（ミャウンミャ T/S の 11 名/50 名） 
・2013/14 年雨期：53％（内訳：ヒンタダ T/S：42 名/50 名、ラプタ T/S：

33 名/50 名、ミャウンミャ T/S：5 名/50 名） 
3-3：CS のうち 50％以上が配布される 
2012 年に 87％の CS が種子として配布されたことから、目標値は既に

達成した。詳細は以下のとおり。 
・2012 年度には 4,624bsk の CS が 3T/S に配布され、同年度の雨期には

ミャウンミャ T/S に 988bsk の CS が配布された。 
・上記配布された CS のうち、1,392bsk が対象 T/S の一般農家に配布された。 

                                                        
6 プロジェクトが携わったBSがCSとなるまで4年間かかることから、現在プロジェクトで使用しているFS、RS、CSは従来DAR、

DOA圃場で生産され、検査に合格した種子を用いている。 
7 夏期はミャウンミャT/Sの50名の種子農家のみ参加（プロジェクト対象地域のうち、夏期はミャウンミャでのみイネの作付

けが可能）。 
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 3-4：プロジェクトサイトの農家のうち 70％以上がイネ種子情報を得る

ことができる 
目標値を測るためには調査が必要。また、本調査の関係者へのインタ

ビュー等の結果から、目標値を達成したとはいえない。プロジェクト

では第 2 回ベースライン調査を 2014 年 3 月に実施予定。 

 
４－４ プロジェクト目標の達成の見込み 

・プロジェクト目標：エーヤワディ･デルタ地域において、農民参加による優良種子の増殖・

普及システムが強化される。 
・指標 1：プロジェクトサイトの 50％以上の種子が CS 検査に合格する。 

2：150 戸以上の農家が CS を毎年継続的に増殖し続ける。 
3：70％以上の稲作農家（一般）がプロジェクトサイトの稲作適地においてCS を使う。 

調査チームは、現時点におけるプロジェクト目標達成の見込みを測るうえで考えるべきいくつ

かのプラス要因、マイナス要因があると確認した。達成が見込まれる根拠としては、既に 50％以

上の CS がラボ検査に合格している点（指標 1）、多くの種子農家が継続的に CS 生産する意思を

示している点（指標 2）、かつ 2012 年度に既に CS の充足率が目標値を超えた点（指標 3）が挙

げられる。 
これら 2 年半後の目標達成へポジティブな成果がみられる一方で、各指標には不確定な要素も

確認された。指標 1 については、CS のラボ合格率は季節による幅があり、かつ 3 つの T/S で大

きく差があることが判明した。こうした CS ラボ検査結果となった要因はさまざまあり、例えば

赤米の混入はプロジェクト後半に対処すべき重要な課題である。また、CS の生産費は通常の食

用籾生産費よりもかさむことから、CS の売値にプレミアムが付くことは CS 生産種子農家にとっ

ては極めて重要であるが、現在のミャンマーでは CS 市場は確立しておらず、このままの状況が

続くと長期的には種子農家にとって CS 生産を継続するインセンティブが働きにくい（指標 2）。
更に、中間レビュー調査時の一般農家による CS 利用については、別途調査をする必要があるこ

とから現時点では測ることは困難であり、プロジェクト終了時までに 70％の農家（約 3 万 7,000
戸）が CS を使用するか否か、判断できる明確な要素も存在しない（指標 3）。これらの事象によ

り、本調査の評価チームは、「現時点でのプロジェクト目標達成は判断できない」との結論に至った。 
各指標の達成状況・見込みについては以下のとおり。 

 
指標１ 

プロジェクトサイトの

50％以上の種子が保証

種子（CS）検査に合格す

る。 

2013/14 年雨期に指標は既に達成している。 
1）2011/12 年雨期 ：43％ 
2）2012 年乾期 ：22％ 
3）2013/14 年雨期 ：53％ 

指標２ 
150 戸以上の農家が保証

種子（CS）を毎年継続的

に増殖し続ける。 

指標は既に達成している。 
・150 対象農家の大半は雨期に、ミャウンミャ TS の農家は夏期も CS

生産を継続したいとの意思を 2012 年度に表明している。 
・他方、各 T/S の対象種子農家のうち数名（ヒンタダ T/S8 名、ミャウ

ンミャ T/S5 名、ラプタ T/S8 名）は既に別の種子農家に交代した8。

                                                        
8 交代の理由は普及員の指導に従わない、圃場で必要な労働者を確保できない等。 
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指標３ 
70％以上の稲作農家（一

般）がプロジェクトサイ

トの稲作適地において

保証種子（CS）を使う。 

・プロジェクト対象地域の一般農家の CS 使用に関するデータが入手

できないことから、指標の達成は計測不可能。 
・評価チームは種子農家の CS 販売に基づく新たな指標を提示した。 

 
４－５ 上位目標の達成の見込み 

・上位目標：エーヤワディ･デルタ地域において、農民参加による優良種子の増殖・普及シス

テムが強化される。 
・指標：エーヤワディ・デルタ地域の稲作に適した土地の 50％以上で CS/優良種子が使用され

る。 
 

現時点における上位目標達成の見込みは不透明である。ある程度見込まれる根拠となる要素が

以下のとおりみられる一方で、指標自体が長期的な目標を測るうえで明確でない。 
【達成を予測し得る要素】 
① MOAI はコメの生産性と品質向上のための優良種子の重要性を十分理解している。 
② DAR により純化された BS はミャンマー全土の DOA 種子圃場に配布される。よって、DAR

により BS 純化がなされれば全国規模で純化された BS が使用される可能性が高い。 
③ プロジェクトが対象とする DOA の種子圃場はエーヤワディ・デルタ地域に配布される全

RS の 60～70％を供給している。 
④ DAR 研究農場は DOA の T/S 事務所や地域（Region）事務所と積極的に連携を図っている。 
⑤ ミャンマーのコメ輸出量は増加傾向にあり9、民間セクターの優良種子への需要も高まって

いる。 
    

指標の達成が見込まれない、もしくは指標が不明確な点は以下のとおりである。また入手手段

として PDM に示された「MOAI 発行による統計」に関し、MOAI では CS の普及、作付状況に関

する統計はとられておらず、また、統計情報収集のための手段も整備されていないので、50％に

関する情報は収集できないことが専門家との間で確認された。 
① エーヤワディ・デルタ地域の稲作に適した土地の 50％は 1,970 千 ha であるところ、3～5

年で MOAI 単独で CS/優良種子が使用され得るか否か不明。 
② 「保証種子（CS）/優良種子」のうち、「優良種子」の定義が不明瞭である。また本プロジ

ェクトの長期的な方向性として CS とは別に「優良」種子の広範な利用もめざすとした場

合、明確な種子フローの強化をめざす本プロジェクトとの論理的な矛盾がある。 
③ 「使用される」は販売されるのか、配布されるのか、両方を意味するのか、定義が不明瞭

である。種子農家による継続的な CS 生産を期待できるインセンティブを更に醸成するう

えで必要と考えられる CS の販促や啓発活動、及び将来の方向性を示す指標の設定が現行

                                                        
9 表－２ コメの輸出量（1995/96 年～2012/13 年） 

年 1995/96 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
輸出量（千 MT） 354.0 251.4 180 818.1 536.4 707.2 1,396.8 

出所：“Myanmar Agriculture at a Glance 2013”, DAP, MOAI 
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PDM では不十分である。 
 

本調査における現行 PDM の見直しのなかでも上位目標の指標について特に日本・ミャンマー

国双方の関係者間で議論が尽くされた結果、新たなる指標を付属資料 8（PDM Ver.3）のとおり示

すこととなった。 
 
４－６ 活動の実施プロセス 

本プロジェクトの実施機関である DAR、DOA 種子部、DOA 普及部、DOA 種子圃場、対象 T/S
事務所の職員、並びに各関係機関の関係者は技術指導や研修を通じ、種子生産において、品質管

理が も重要であることを理解しつつある。各機関の C/P は適切に配置され、プロジェクト活動

を通じて C/P の通常業務は改善されている。 
日本人専門家と C/P 間のコミュニケーションは、圃場での直接的な技術指導を通じ、また必要

に応じて通訳を配置することにより円滑にとられている。 
C/P や種子農家は積極的にプロジェクトの活動に参加している一方で、精米所やコメ専業会社

（Rice Specialization Company：RSC）10など、CS の販売に必要な民間セクターの巻き込みは現段

階において積極的になされていない。 
 
４－７ 技術移転の方法 

プロジェクトは DAR の研究者、DOA 種子圃場職員、プロジェクト対象地域の DOA の T/S 事

務所所属の普及員に集中的に技術を移転している。純系統選抜手法は DAR において定着し、DAR
研究者により BS の純化を図ることができた。 

DOA 種子圃場職員向けにプロジェクトは RS 生産と種子農家への配布に関する技術指導を行っ

た。圃場検査の技術も CS 生産における品質管理のための主たる技術として普及員に移転されて

いる。 
普及員向けに行われた PLA 研修は普及員の問題解決能力を向上させるとともに、効果的に種子

農家のグループ作業を促し、CS 生産に必要な労働力の軽減につなげた11。各組織の C/P は研修会

場や圃場で日本人専門家がみせる温かくかつ積極的な態度を好意的に受け止めており、非常に良

好な関係が築かれている。 
 

  

                                                        
10 コメ専業会社（RSC）は 2008 年にミャンマー政府主導によりコメ生産のための農業インプットへのアクセスを緩和するた

めに設立された。RSC は契約農家に優良品種や肥料等の農業インプットを低利で貸付け、農家に対する農業機械レンタル

や普及指導も行い、その見返りとして輸出ライセンスを得る。2013 年時点で 57 の RSC が登録しているが、農業インプッ

トへの貸付費がかさみ、多大な農産物ロスによる返金の遅れ、洪水、籾の低価格などから、2012 年のモンスーン期時点で

は数少ない RSC が契約農業を継続しているにとどまっている。〔出所：“Strategic Agricultural Sector and Food Security 
Diagnostic for Myanmar”, Michigan State University, July 2013、ミャンマーの稲作農業（室屋、2012）〕。なお、直近の RSC の

状況については“Background Paper No.6 Rapid Value Cain Assessment: Structure and Dynamics of the Rice Value Chain in 
Myanmar”, Wong and Wai, March 2013 に詳しい。 

11 本調査では対象種子農家へのインタビューを通じ、圃場で異株除去や除草等を行う労働力の不足が課題の 1 つとして確認

された。対象種子農家のほとんどは労働者を雇用し実際の圃場での作業はこうした労働者により行われており、常に流動的な

労働者への技術移転と技術の定着の難しさが明らかとなった。また、労働者を束ねる監督者も対象農家と労働者の間に存在し、

三層構造となっている。技術移転を行う（具体的には研修やセミナーを実施する、圃場での実技を行うなどの活動）際、こう

したミャンマー農業における農村の社会構造を踏まえた工夫が望まれる。（参考：「ミャンマーの国と民」2012 年、髙橋昭雄） 
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４－８ プロジェクトのモニタリングシステム 

４－８－１ 報告書 
プロジェクト（日本側）は以下のとおり JICA 本部及び JICA ミャンマー事務所に対し報告を

行っている。 
① 総括による半年ごとの業務実施運営総括表提出 
② 長期専門家による活動報告書提出 
③ 短期専門家による業務完了報告書提出 
JICA 本部及び JICA ミャンマー事務所はこれら報告書、日本人専門家や C/P との議論を通じ

プロジェクトの進捗を把握し、必要に応じ支援を行っている。 
 

４－８－２ 合同調整委員会（JCC） 
JCC はプロジェクトの 高意思決定機関としてこれまで 4 回開催された。各回の協議・承認

事項は以下のとおり。 
・第 1 回（2012 年 2 月 1 日） ：対象 T/S が選定され、プロジェクトの活動について承認さ

れた。 
・第 2 回（2012 年 6 月 28 日） ：PDM 改訂版が承認された。 
・第 3 回（2013 年 7 月 4 日） ：農業灌漑大臣に 2012 年度の活動報告、2013 年度計画の概

要を説明した。 
・第 4 回（2014 年 2 月 27 日） ：本中間レビュー調査における評価結果、改訂版 PDM（Ver.3）、

提言を取りまとめた評価レポートを承認した。 
 

４－８－３ Project Implementation Committee（PIC） 
PIC 会議は、ほぼ 2 カ月ごとに開催され、プロジェクトでは PIC を通じプロジェクト活動の

進捗をモニタリングし、次期の活動計画を協議のうえ、確定している。C/P の多くは PIC ミー

ティングを BS から CS に至る関係者が一堂に会する貴重な情報交換の場であり、こうした会

議がミャンマーの種子フローを強化するもの、ととらえている。 
上記 JCC 及び PIC のほか、プロジェクトは C/P と合同で Project Review Meeting を 2013 年 9

月に実施し、PDM に沿って 2 年間の投入、活動、成果、目標達成度についての自己評価を行っ

た。 
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第５章 評価 5 項目による評価結果 
 
５－１ 妥当性 

以下の要因から妥当性は「高い」と評価される。 
 

５－１－１ ミャンマーの農業分野の課題との整合性 
ミャンマー政府は 2012 年のコメの輸出自由化を境に、輸出を強力に推し進め12、価格や生産

量の面で国際的な競争力を増すべく農業政策を進めている。その一方でコメの品質は依然とし

て低いことが安定的な輸出への懸念材料となっている。 
同時に、5 エーカー（ac）以下の小規模な土地を保有する農家が 63％を占めるミャンマーに

おいて、高品質のコメによる収入向上は同国の農業にとって望ましい対策の 1 つといえる。か

かる状況下でミャンマーのコメ産地であるエーヤワディ・デルタ地域において高品質米を生み

出すため本プロジェクトによる優良種子の増産・普及はミャンマーの農業の課題解決に大きく

貢献している。 
 

５－１－２ 関連法及び政策の優先度 
（1）種子法（The Seed Law、2013 年 1 月） 

種子法は 2011 年 1 月に承認され、2013 年 1 月に施行された。同法の目的は以下のとお

り記載されている。 
・純粋な種子を使用した作物生産により農業セクターの開発を支援する。 
・種子産業を育成し体系的に発展させる。 
・政府機関、民間機関、個人の種子生産と種子の研究への積極的な参入を促進する。 
・種子産業の発展のため、政府機関、民間、個人がそれぞれ協力する。 

本中間レビュー調査実施時点では、上記種子法（2011）の改正案13の修正が終了し、Law 
Office からの正式回答待ちとの状況である。今後、Law Office から正式回答を MOAI が受

理次第、国会に提出し承認を得た後、大統領が署名し施行されるが、Law Office からの正

式回答、国会承認のタイミングは不明である。また、種子法に基づく細則（by-laws）も種

子法（2011）の改正と並行して行われており、改正種子法の施行後、ただちに閣議了解を

得て施行される予定である14。 
後述（「５－５－２」）のとおり、今後圃場検査ライセンス制度といった本プロジェクト

に関連する重要な法整備への影響も見込まれることから、種子法改正と細則の動向は今後

も引き続きフォローする必要がある。 
 
  

                                                        
12 主な輸出先は中国。2013 年 5 月から日本の三井物産とミャンマーアグリビジネス公社（MAPCO）は日本向けミニマムアク

セス米の輸出を開始した（2013 年実績は 5,000t、2014 年は 6,000t 輸出予定）。 
13 改正の根拠や改正案の内容は公表されていない。現行種子法（2011）は種子検査などに関する政府と民間の役割が明確に

記載されておらずいくつかの矛盾がみられる、との意見もある。 
14 DOA Seed Division コメント 
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（2）第 1 次 5 カ年短期計画（First Five Year Short Term Plan 2011/12～2015/16 年15） 
第 1 次 5 カ年短期計画では、以下の目標が設置されている。籾の生産量を上げるため、

種子の品質向上は不可欠である。また、農家にとって利益が上がる持続可能な市場

（profitable and sustainable market）の創出は本プロジェクトのめざす方向性と合致してい

る。 
・栽培面積を 1,360 万 ha まで拡大する。 
・籾の生産性を 4.28 t/ha、生産量を 3,300 万 t まで引き上げる。 
・農業統計の精度を上げる。 
・高付加価値のある農産物生産を奨励し国際競争力を増大させる。 
・農家が利益を生み出せる持続的な市場を創造する。 

 
（3）種子政策（The Seed Policy） 

ミャンマーの種子政策は FAO の技術協力プロジェクトである“Food Security through 
Strengthening of Institutional Capacity for Seed Production”（2011 年１月～2013 年 12 月）の

一環としてドラフトが作成され、現在、ミャンマー政府により最終化中とみられる。同ド

ラフトでは、BS 以外の FS～CS 種子産業の将来的な民営化と政府の民間セクター支援が強

く打ち出されている。FAO は、本プロジェクトの傘下にイネ、豆、野菜等作目別の政策/
戦略があってしかるべき、ととらえている16。 

 
（4）Agriculture in Brief（2011、2013） 

本調査では 2011 年版及び 2013 年版“Agriculture in Brief”の内容が確認された17。2011
年版では農業分野の重要事項 4 点〔①農産物の自由な選択、②農家による農地の保有と拡

大を認める、③季節の農産物や多年生作物（seasonal and perennial crops）の商業ベースの

生産、農業機械及び他の農業インプットの配布における民間セクターを支援する、④農産

物の品質と生産量向上のための研究開発を強化し農産物の生産量を増大する〕が挙げられ

ている。 
2013 年版では更に農業の商業化を全面に押し出している点が特徴的である。同版では、

農業生産開発への重要事項として、①農家が利益を生み出せる持続的な市場を創造する、

②農業生産工程管理（GAP）18を適用し、国際市場との競争に資するため高品質種子を使

用する。またそのための種子産業を開発する、③灌漑用水、化学・有機肥料を有効的かつ

適時に活用する、④産業ベースの農業を発展させ高付加価値の農産物を生産する、⑤種苗

から市場までの手続きにかかる費用を削減するといった点が挙げられており、本プロジェ

クトの長期的な方向性と合致している。 
 
  

                                                        
15 出所：“Agriculture in Brief 2013”DAP, MOAI 
16 FAO 聞き取り。 
17 “Agriculture in Brief 2012”は未確認・未入手。 
18 農業生産工程管理（Good Agricultural Practice：GAP）とは、農業生産活動を行ううえで必要な関係法令等の内容に則して定

められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活

動のこと（農林水産省 HP）。 
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５－１－３ 日本国の援助政策・JICA の援助実施方針との整合性 
2012 年 4 月時点の対ミャンマーのわが国の経済協力方針は「ミャンマーの民主化及び国民和

解、持続的発展に向けて、急速に進む同国の幅広い分野における改革努力を後押しするため、

引き続き改革努力の進捗を見守りつつ、民主化と国民和解、経済改革の配当を広範な国民が実

感できるよう、幅広い支援を実施すること」としている。また、右方針に基づく 3 つの中心的

な支援分野のうち、「1．国民の生活向上のための支援」の一環として当面の具体的施策例のな

かに農業農村開発分野の農業生産性向上支援、農業機械購入支援が含まれている。 
2013 年時の JICA の対ミャンマー農業農村開発支援案は大きく①農業・農村開発/貧困層支援、

②少数民族・難民支援に分かれ、本プロジェクトは①の範囲における集約的農業アプローチに

よる農業生産性向上をめざすものとの位置づけである19。 
 

５－１－４ カウンターパート、ターゲットグループのニーズ 
（1）MOAI のニーズ 

ミャンマーの種子フローは 1980 年代～90 年代の世銀等ドナーの支援20により、基本的な

政府の種子関連施設の整備とともに確立した。当時ドナーの指導を受けた MOAI の職員の

大半は既に退職し、現在、種子の専門的知識を保有する MOAI 職員は限られている。かか

る状況下において、本プロジェクトによる BS 純化から CS 生産配布に至る一連の種子フ

ローに対する支援は MOAI のニーズに高く合致したものととらえられている。また、プロ

ジェクト開始当初は、MOAI は種子の生産量拡大を全面に打ち出していたが、量よりも質

が種子生産にとって重要であるとの認識が徐々に高まりつつある。 
 

（2）DAR の BS 純化と生産ニーズ 
プロジェクト開始前は、コメ種子の自家採取や農家間の受け渡し、関係機関の不透明な

役割などの影響により種子の交雑が顕著であった。結果的に種子の品質は非常に低く、生

産性も低い状況であった。更に DAR の職員は十分な圃場観察を行っておらず、知識や技

術も未熟であった。プロジェクトが純系統選抜法を改めて導入した21ことで種子の品質は

向上し、DAR 職員の BS の品質管理能力が向上した。こうしたプロジェクトの活動は直接

的に DAR 職員のニーズに応えている。 
 

（3）DOA の RS 生産、圃場検査及びラボ検査のニーズ 
MOAI は現在の DOA の役割を種子生産であると強調する一方で、“Seed Policy Draft”に

よれば DOA は RS の需要の 10％を供給するのみであり22、ミャンマー政府としては種子供

給量の増大をめざす方針が示されていることから、プロジェクト終了後も DOA を主体と

した種子増産事業は継続される見込みである。DOA にとって種子の増殖と配布は最も重要

な事項であり、高品質の種子生産と配布をめざす本プロジェクトとの整合性は高い。 

                                                        
19 出所：ECFA 主催 JICA 業務実施方針セミナー資料「対ミャンマー農業農村開発支援について」JICA 農村開発部（2013 年 5

月 28 日） 
20 “Seed Development Project Phase1,2（世銀）”“Quality Seed Production Project（FAO）”等 
21 DAR の職員は純系統選抜法を知識として知っていたが、実際はプロジェクト開始まで取り入れられていなかった。 
22 ただしその推計根拠は同文書では不明。 
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DOA のもう 1 つの役割である圃場検査は、プロジェクト対象地では長い間実施されてい

なかった。また、種子や病虫害の特徴を把握し農家に伝えることは普及員にとって重要な

業務であり、プロジェクトはそうした知識を DOA 普及員に移転している。また、PLA 研

修も普及員の問題解決能力を高め、農家に対する態度を好転させており、普及員のあるべ

き姿勢が習得されつつあるといえる。 
 

（4）種子農家のニーズ 
150 の選定された種子農家23は他の農家同様自家用に種子を栽培し、適切な頻度で種子更

新を行っていなかった。エーヤワディ・デルタ地域のみならず、ミャンマー全土で優良種

子の需要は高いにもかかわらずCS生産と配布は体系的にDOA種子圃場や種子農家によっ

て行われていない。プロジェクトはこうした課題に取り組み、農家の嗜好を考慮した種子

の選定から活動を開始している。 
ミャンマーでは優良種子に対する市場の認識は高まりつつあるが、市場自体はいまだ脆

弱であり、農家は借金返済のため高値で販売できる時期を待つことができない。対象種子

農家のなかには対象 T/S 内外に顧客を独自にもつ者もいる一方、そうした顧客は限られて

おり、食用籾よりも多少高値がつく程度24で農家は販売せざるを得ない状況である。本調

査では 3T/S の対象種子農家の販売ニーズは非常に高いことが確認され、プロジェクトに

おいても種子農家と市場を結ぶ活動が求められている。 
 

５－１－５ 技術移転の内容と手法の適切性 
上述のとおり、DAR に移転しつつある純系統選抜法は種子の純化に関する DAR 職員の技術

を向上させている。また、DOA 種子圃場職員や普及員への圃場検査技術移転により、対象地で

数年ぶりに圃場審査が復活した点は特筆に値する。普及員に対しては PLA 研修も行っており、

普及員が種子農家の課題を見つける力や農家自らが考え効率的な生産活動を行うため効果を

発揮している。日本人専門家は自ら圃場に入り、直接指導を行うことで C/P や農家の理解を深

め、好意的にとらえられている。こうした技術は高品質な種子を生産配布するうえで各レベル

の関係者にとって必須であり、丁寧な移転方法は異株抜きや雑草の除去など細かい作業の必要

性を理解させ、定着させるうえで有効であることを示している。 
 
５－２ 有効性 

以下の要因から有効性は「中程度をやや上回る」と評価される。 
 

５－２－１ プロジェクトの達成見込み 
プロジェクト目標の達成見込みは、前述（「４－４」）のとおり明確に達成できると判断しき

れない。指標のなかでも特に注目すべき生産した種子のラボ検査の合格率に関しては、既に目

                                                        
23 対象種子農家の選定基準は詳細計画策定調査時には必ずしも明確でなかった。日本人専門家及び対象 3T/S 事務所所長への

聞き取りによれば、プロジェクト側から、立地や土地の条件、経済的社会的条件、栽培技術、意欲、普及員のアドバイス

を聞く姿勢がある等の条件などから選択するよう T/S へ指導し、選定後は普及所と農家の間で契約書を交わしている。 
24 対象種子農家へのインタビューによると、ほとんどの対象種子農家は通常の食用籾より＋1,000 チャット（＋5％）で CS を

販売していた。 
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標値の 50％を超えていることからプロジェクトの終了時点でも達成するものと考えられる。そ

の一方でミャウンミャ T/S の合格率は下降傾向25にあり、赤米の混入問題が明らかとなった。

こうした現象を引き起こす原因は河川に囲まれた環境、労働力や普及員不足などの人的要素、

選択した品種等、さまざまに考えられる。種子農家の対応不足を主たる原因とするのではなく、

種子フローを一段ずつ振り返り、注意深い検証が C/P と日本人専門家間に求められている。 
 

５－２－２ アウトプットとプロジェクト目標の論理性とプロジェクト目標達成への貢献 
プロジェクトは DAR から DOA に至る種子フローの各レベルの人材育成を通じた種子フロー

の強化をめざしている。こうしたプロジェクトの構成は現在も論理的であると認められ、これ

までプロジェクトで成し得た各アウトプットの達成はプロジェクト目標達成へ貢献している。

他方、プロジェクトはアウトプット 3 の CS 販売を重点的に進めてきたとはいえず、今後種子

農家が種子生産を継続するという種子フローの末端部分を支えるうえで必要なインセンティ

ブの低下を招きかねないとの懸念もある。 
 
５－３ 効率性 

以下の要因から効率性は「中程度をやや上回る」と評価される。 
 

５－３－１ 各アウトプットの達成状況 
各アウトプットの指標に基づく達成状況は「４－３」にまとめたとおりで、ある程度 DAR、

DOA、種子農家の各レベルの種子生産・配布能力は高まっているといえる。なお、目標数値に

達していない指標でもプロジェクトの途中経過としてみるべきものと（指標 1-2、2-2、2-4）、
既に目標値に達しているが今後とも対応が必要な指標（指標 1-1、2-3、3-2、3-3）がある点は

留意が必要である。また、指標 3-4 はプロジェクトが CS 生産の指導でプロジェクトが対象と

しない農家による種子情報のアクセスを問うもので、2011 年に実施したベースラインの結果は

以下のとおりであった。 
 

表－３ CS に関する知識・情報の有無（％） 

T/S 名 知っている 知らない 

ラプタ 25 75 

ミャウンミャ 35 65 

ヒンタダ 45 55 
出所：ベースライン調査（2011 年 12 月） 

 
CS 販売に対する意欲が各 T/S の対象種子農家から高まっている現状を踏まえ、上記指標を

達成するためにもプロジェクトによる更なる CS の利益を伝える啓発活動や販売促進に向けた

活動が求められている。 
  

                                                        
25 2011/12 年雨期：54％、2012 年乾期：22％、2012/13 年雨期：10％ 
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５－３－２ 投入 
上記アウトプットを産出するための日本・ミャンマー国双方による人的、施設/設備的、資金

的投入の状況は以下のとおり確認された。 
 

（1）日本側 
日本人専門家の投入に関し、適切な分野への派遣が実施されているが、ビザ発行の遅れ

から一部の専門家派遣の遅延が認められた。機材供与に関しては、おおむね適切な機材が

配置され、稼働している一方で、配電の遅れからフル稼働に至っていない機材が一部存在

している。特に DAR 向け機材の多くは、当初 DAR による FS 生産を見込んで供与された

が、2013 年から FS 生産自体が停止しており、当初の目的のために一部の機材は使用され

ていないことが確認された。 
本邦研修は計画どおり実施され、研修参加者は帰国後、低温倉庫の設置や圃場の管理な

どの面で、研修を通じて学んだ事項を生かしている。その一方で、本邦研修参加者の選定

は、F1 種子を重視する農業灌漑大臣の意向が同省内で優先されたこともあってプロジェク

トの意図が十分反映されたとはいえず、また今後もこの傾向が続くようであれば今後の本

邦研修（及び第三国研修）実施は、ミャンマー側の意向をみつつ慎重に判断する必要があ

る。 
本プロジェクトにおいて、JICA のミャンマーでの類似案件の活用は顕著であり、効率性

の向上に貢献している点が特筆される。例えば、農家のニーズに基づく普及活動を実施運

営できる人材育成に取り組んだ「農業普及人材育成プロジェクト」（AEHRD、2008～2011
年）の C/P は本プロジェクトの C/P として普及員に対する CS 生産に関する指導等を行い、

モデル普及員がラプタ県 DOA 事務所に配属され、本プロジェクト活動の支援を行ってい

る。また、AEHRD で作成した病虫害判別版や年間営農予定と記録カレンダーなどが普及

活動に活用されており、対象種子農家が病害虫等の知識を増していることが確認された。

「サイクロンナルギス被災地における農業生産及び緊急復興支援のための農地保全プロ

ジェクト（2009～2011 年）」の「水稲種子生産の手引き」（2011 年 4 月）も本プロジェク

トの研修において用いられている。 
 

（2）ミャンマー側 
ミャンマー政府は DAR、DOA、各種子圃場レベルで C/P を配置しているが、2012 年か

らは農業灌漑大臣推奨の F1 イネの採種と籾米生産のデモンストレーション活動に DAR、

DOA 職員の多大な労力と時間、経費が割かれるようになっている。この傾向は C/P がプロ

ジェクト活動に従事するうえでは無関係ではなく、日本人専門家の指導の下で C/P が適切

な圃場管理を行っていくうえで影響を及ぼしている。 
提供されたプロジェクト事務所について、特段の問題は確認されなかった。 

 
５－４ インパクト 

既にいくつかのプラスのインパクトが発現している。 
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５－４－１ 上位目標の達成見通し 
対象種子農家による CS 生産が次第に周辺農家や対象 T/S 以外の農家から注目を得つつある

現状をかんがみると、プロジェクト終了後の CS 市場の拡大はある程度見込めるものと考えら

れる。それと同時に、ミャンマー政府単独でエーヤワディ・デルタ地域の稲作適地の 50％で CS/
優良種子利用が見込めるかを推測するために設定された MOAI の統計は存在せず、また種子市

場が確立していない現時点では困難である。 
 

５－４－２ 政策・制度面へのインパクト 
プロジェクト開始前まで DAR と DOA の FS 生産・配布に関する機能は重複し、不明瞭であ

った。2012/13 年には両局において FS 生産配布機能が整理され DOA のみが行うこととなった。

こうした行政の動きは、種子フローの各段階において、関係機関のシンプルかつ明確な業務分

掌をめざしたプロジェクトからの働きかけによるものと考えられる。 
また、2014 年 2 月に DOA 種子部が実施した会議において、本プロジェクトと関係の深いエ

ーヤワディ・デルタ地域の地区（Regional）レベルの職員が、プロジェクトによる種子の品質

向上と生産量増加への貢献について発表を行った。同会議では将来的な圃場検査官のライセン

ス制度の確立とそれに伴うプロジェクトで育成した人材の活用も協議された。こうした行政で

の動きは関係者の種子の品質に対する認識が高まっていることの証左であり、またプロジェク

トがめざしているものでもある。 
 

５－４－３ ネガティブインパクト 
本調査中にプロジェクトからのマイナスのインパクトは確認されなかった。 

 
５－５ 持続性 

以下の要因から持続性は「中程度よりやや下回る」と評価される。 
 

５－５－１ 政策面 
ミャンマー政府はコメ生産量の増加や品質向上を政策的優先事項として挙げている。MOAI

はまた、官民連携による高品質米の販売を促進している。よって、コメ種子の継続的な品質向

上は今後もミャンマー政府の政策的な支持を得られるものと考えられる。 
 

５－５－２ 組織・財政面 
上述のとおり、DOA 種子部は将来的な圃場検査ライセンス制度の構築に関する構想について

協議している。同構想は種子法（2011 年）の改正後の施行をめざし、種子法の改正作業と並行

して策定されつつある関連細則の承認後開始されるとみられており26、制度面での種子フロー

の強化が見込まれる。 
他方、DAR、DOA 種子部及び普及部がプロジェクト終了後も BS、FS、RS、CS の品質を維

持するための MOAI からの財政的な支援を十分得られるかについては、現状では考えにくい。 
  

                                                        
26 DOA モービー圃場での聞き取り。 
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５－５－３ 行政及びターゲットグループのオーナーシップ 
MOAI は高品質米の生産の重要性について理解は示している反面、現在強固なオーナーシッ

プをもって必要な行政支援を行っているとはいい難い。 
DAR の研究者は、プロジェクト活動を通じ習得した純系統選抜法をプロジェクト終了後も使

用していくことに自信を示している。また、DOA 種子部と普及部も前述の DOA 会議にて CS
生産・配布の改善につき両部のオーナーシップの下で推進していくと明確に表明している。 

評価チームはまた、T/S 事務所の運営管理が担当地域における CS 生産・配布に大きな影響

を及ぼすことを確認した。T/S 事務所長が普及員の適切に配置し種子農家による CS 生産管理

を支援しつつ、オーナーシップをもって地区レベルの担当官や村長、精米業者等の民間企業と

連絡を密に取りあい、連携を深めていくことが CS の販売促進につながるといえる。 
 

５－５－４ 知識と技術 
プロジェクトによって移転されつつある BS 純化、FS～CS 生産・配布に関する知識や技術は、

C/P 機関職員や普及員、対象種子農家のニーズに応えており適切であるといえる。これら知識

と技術は必ずしも高度なものでなく、平易ですぐに実際の業務や圃場で取り入れることができ

る。C/P や対象農家はそれぞれ学びえた知識と技術の重要性を理解し、プロジェクトが終了し

た後も継続して活用していくと表明している。他方、実際の圃場や作業場の観察からは、プロ

ジェクトを通じて習得した知識や技術が必ずしも十分な行動に移されていない場面も散見さ

れた。プロジェクトはこうした理解と行動の差を踏まえ、彼らのモチベーションが更に上がる

対策を検討する必要がある。 
 
５－６ 結論 

本プロジェクトは、種子フローの BS の純化、FS、RS、CS の生産と配布における各レベルの

関係者の能力向上を通じ、種子フローの強化をめざすものである。2011 年 8 月のプロジェクトの

開始以来、DAR 研究者、DOA 圃場職員、及び普及員の能力はそれぞれの業務において大幅に向

上した。農家のニーズに基づき 9 品種の種子が選定され、そのうち 4 品種は BS 基準を既に満た

している。CS 検査も 2013/14 年雨期には目標値を超えた。よって本プロジェクトの有効性は「あ

る程度高い」と評価された。2016 年のプロジェクトの終了後もプロジェクトで育成された人材は

DAR、DOA 双方で活用され、プロジェクトがもたらしつつある便益を維持していくものと思わ

れる。 
こうしたプロジェクトのこれまでの成功を導いている要因として、移転しつつある BS 純化技

術の適切さ、農家のニーズに応じた品種の選定、普及員や対象農家の努力、供与された資機材の

活用などが挙げられる。対象地域内外で高まりつつある CS の需要も種子農家のモチベーション

を上げており、継続的な生産への意欲を増すきっかけとなっている。 
その一方で、プロジェクト目標達成への阻害要因も確認された。評価チームは赤米の混入問題

を深刻にとらえており、DAR や DOA の人材不足、圃場での労働者不足も確認されている。CS
の需要は高まる反面、多くの種子農家は借金返済のため、その恩恵に預かるまでに至っていない。

調査中に大半の対象農家が示した CS の販売価格は食用籾価格をわずかに上回るのみであり、通

常の農作業よりも高額の圃場労働者への賃金を十分賄うことはできない。また、借金を返済する

ために種子農家は CS を食用籾として販売しているのが現状である。 
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このまま種子農家が CS 生産から利益を得られない状況が続くと彼らは商業ベースでの CS 販

売をいずれ打ち切り、自家用にのみ生産することになろう。こうした動きはエーヤワディ・デル

タ地域での CS の利用拡大に影響を及ぼすものであり、将来的な全国への普及は更に困難が予想

され、プロジェクトの持続性は不透明となる。 
プロジェクトの目標達成をまずは確固たるものとするため、プロジェクトはその期間の後半に

おいて純化した BS と農家のニーズに基づく CS の継続的生産を阻むこれらの要因に対し、これ

まで以上に向かい合っていく必要があろう。またそれは本プロジェクトの持続性の担保につなが

るものと考えられる。 
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第６章 提言 
 
６－１ 全体を通じた提言 

2012 年 6 月の JCC で改訂された PDM（Ver. 2）では、プロジェクト目標並びに上位目標の指標

の一部に CS/優良種子の面的拡大を求める意欲的な指標が設定されていたが、本プロジェクトが

協力期間中に重点的に取り組む事項は、種子の生産量を増やし、より広範な稲作適地で CS が使

われる状態を達成することではなく、①プロジェクト対象地域における種子フローの確立を行い、

②異なる種子（BS、FS、RS、CS）の質を高めていくことであるべきである。かかる認識に基づ

き、現行の PDM（Ver. 2）を改訂するよう提言した〔なお、合同調査団が提言した PDM（Ver. 3）
は、2014 年 2 月 25 日に PIC における改訂協議を経て、27 日に開催された JCC で承認された〕。 

合同調査団は、プロジェクト、ミャンマー側、日本側に対してそれぞれ提言を行ったところ、

その内容を以下に記す。なお、これらの提言の要点を含む合同調査結果は PIC と JCC でそれぞれ

報告を行った。報告で用いた内容は付属資料 3 に所収するので、併せて参照されたい。 
 
６－２ プロジェクトへの提言 

６－２－１ 保証種子の利用と販売促進に向けた活動の実施 
CS は種子フローの出口にあたるが、生産された CS が一般の稲作農家に利用されない、ある

いは CS がうまく販売されない状態では、種子フローはうまく循環していかない。CS の販売と

利用促進は種子フローが回っていくうえでの要件であるため、プロジェクトとして CS のマー

ケティング活動を活動に組み込んで実施するべきである。また、プロジェクトで CS のマーケ

ティング活動を行っていけば、CS 生産農家は CS の生産から利益を生み出せると考えられるた

め、現在プロジェクトが実施している CS 生産農家への RS と肥料の無償配布は、マーケティ

ング活動の結果の検討を行いながら、中止することも検討するよう提言する。 
 

６－２－２ プロジェクト開始後に発生した問題・課題の原因と対処方法の究明 
プロジェクト開始から 2 年半経過しようとしており、この間にプロジェクトとして対処して

いくべき問題や課題が生じている。プロジェクト後半期間の活動実施に向けて、問題が起きて

いる背景や原因を特定し、有効な対処方法を考案するとともに、その結果をレポートにまとめ

ていくことが必要である。合同調査団が具体的に認識した課題は以下の 2 点である。 
① 赤米の発生について 

赤米が発生している種子より上流の種子生産過程に立ち返りつつ原因を究明すること。

なお、赤米については第 7 章の育種団員所感（「７－２」）も参照されたい。 
② ターゲット農家の入れ替えについて 

質の高い CS の生産指導を行ううえで、選定済みのターゲット農家の実際のパフォーマ

ンスに基づきつつ、効果的な技術移転等を行ううえで必要と考える場合には入れ替えも検

討すること。 
 

６－２－３ これまで実施した活動結果や経験に基づく達成事項や成果の整理 
プロジェクト終了後の成果の活用・拡大に向けて、協力期間前半の経験や実績に基づく活動

成果をプロジェクトとして整理し、リスト化していくべきである。これらの整理に際しては、
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上記「６－２－２」で提言した事項についても対象とし、協力期間後半のプロジェクト活動を

実施するうえで参照するガイドラインとして活用していくことが望ましい。これらの整理内容

やリストは、将来起こり得る C/P の異動が発生する場合や、プロジェクト終了後にミャンマー

側が活用していくうえでも有効である。 
 
６－３ ミャンマー側への提言 

６－３－１ 種子政策とプロジェクト成果の統合 
プロジェクト終了後の CS 利用について、ミャンマー側評価チームからはエーヤワディ・デ

ルタ地域の稲作適地の 8 割以上で利用されるようにしていくとの強い意向が示された。併せて、

将来の稲作農民による CS 利用の拡大に向けた工程をまとめ、種子行動計画（Seed Action Plan）
を作成していく必要性が示された。合同評価団としてはミャンマー側の強い意欲を尊重しつつ

も、まずは現在ドラフト状態にあるミャンマー政府の種子政策（Seed Policy）をはじめとして、

政府の種子戦略に係る各種政策の内容とプロジェクトの成果を統合していくことが有効であ

り、したがって、それに向けた政府内での協議を行っていくよう提言する。 
 

６－３－２ プロジェクト活動を円滑に実施するための予算配分 
プロジェクトはミャンマーの種子フローの上流から下流に至るすべてを対象に、各段階での

種子増殖技術や種子の品質の改善、遺伝的な種子の純化方法や検定方法の改善、普及活動を支

援しており、プロジェクトの活動は広範囲に及ぶ。DAR、DOA 種子部及び普及部が BS、FS、
RS、CS の品質を維持するための MOAI からの財政的な支援や、特に普及活動を展開するうえ

で十分な予算が C/P に配分されているとはいえない。技術移転や能力開発を更に進めていくう

えでは、プロジェクトの活動に関係する予算をミャンマー政府が配分し、また時宜を得て C/P
機関に予算が配分される必要がある。 

 
６－４ 日本側への提言 

上記「６－３－１」に記したように、ミャンマー側が本プロジェクトの成果を自国の政策レベ

ルで統合していくうえでは、JICA が各国で支援しているイネ種子関連プロジェクトから得た知見

や経験について、ミャンマー側と情報交換を行うことが必要である。併せて、今後ミャンマー側

が種子行動計画を策定していく際には、その進捗を確認しつつ、側面支援を行っていくことが有

効であろう。 
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第７章 総括 
 
７－１ 団長総括 

ミャンマーの主食であるコメに対する支援は、JICA の農業支援の基幹として位置づけられるも

のであり、コメ種子普及に対する協力を実施している本プロジェクトはフラッグシップ・プロジ

ェクトといえる。今回の調査においては、ミャンマー側調査団の Dr. Aung Kyi 団長以下調査団全

員と種子農場やプロジェクトサイトを訪問し、訪問先の農場長や T/S オフィス、普及員、プロジ

ェクトのターゲット農家にインタビューを行いながら合同中間レビュー調査報告書を取りまと

めた。以下、調査を通じた総括所感を記す。 
 
（1）今後の重点事項 

第 6 章の提言に記載したとおり、プロジェクト後半に向けて、種子の面的な展開（量）よ

りも質の向上に関し、より一層集中して取り組むことが重要である。質の重要性については、

プロジェクトの尽力により徐々に C/P を含む先方幹部に理解されてきている。とはいえ、異

株抜き取りの徹底などまだ課題は多く、引き続き種子生産に係るプロジェクトからの技術的

指導が望まれる。また同時に、種子普及フローの確立も重要事項である。種子農家で生産さ

れた保証種子が種子としてではなくそのままコメとして販売される例が多いようである。種

子市場が未熟ななか、一般農家に対する優良種子活用のメリットや入手先（種子生産農家）

を周知することが必要である。種子生産農家の種子生産による儲けが適切でない場合、圃場

での管理などのコスト負担も重くのしかかり、ひいては種子の普及フロー自体が回らない。

今回、成果 3 の活動の文言見直しを図り、マーケティング支援を積極的に実施するよう整理

した。この分野の活動が、フロー確立の 1 つのキーとなるであろう。当分野の具体的な方策

について、付属資料 5 に専門家と協議した結果を取りまとめた。 
 
（2）合同評価を通じた理解促進とオーナーシップ醸成 

先方から政策局、研究局、農業局種子部、普及部から合計 5 名の団員が選出され、日本側

とともにプロジェクトサイトの視察や関係者へのインタビューを行った。また、PDM の指標

設定に関連し、本プロジェクトがめざすべきもの、本プロジェクトだけではできないこと（ミ

ャンマー側で実施すべきこと）など本質的かつ活発な議論がなされた。そのなかで、活動そ

のものへの理解や成果に対する認識が深まったと思われ、今後の農業灌漑省内部からの本プ

ロジェクトに対する関与・支援が強まることが期待できる。 
また、先方調査メンバーからプロジェクト終了後、エーヤワディ・デルタ地域において、

収量増加及び高い品質が期待される保証種子の利用が面的に広まるべきという強い意見が

あった。JCC において発表されたように、それを達成するために農業灌漑省によるアクショ

ンプラン作成が提案され、中間レビューの提言に盛り込むこととなった。先方の提案・提言

を歓迎したい。 
さらに、PIC（Project Implementation Committee）において、育種担当団員の池田教授によ

る種子フローに関するプレゼンテーションを行った（付属資料 4）。参加者には、改めて種子

生産に係る大事なポイントが理解されたようだ。 
調査全体を通じて、先方幹部及び C/P において JICA 技術プロジェクトが重視する「人づ
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くり」に関し、理解されていることを感じた。他ドナーによる支援が乱立するなか本プロジ

ェクトでは、一緒に田んぼに入って考える日本型援助の特徴がしっかりと生かされている。 
 
（3）ミャンマーのコメ政策と JICA 

農業灌漑大臣による F1 振興（あるいは信仰）により、省内のコメに関する取り組みがいび

つな形になっているように感じた。主食であるコメに関する政策は、非常に重要であるにも

かかわらず、大臣の意向次第で右往左往している事態は、決して好ましい状況ではない。こ

うしたことは、ミャンマーにとって非常に大きなインパクトを与えることが可能な本プロジ

ェクトにとっても、ネガティブに働いているように見受けられる。 
アフリカにおける CARD の取り組みのなかで、国家コメ振興戦略ペーパー作成支援がある。

戦略ペーパーには、種子増殖・普及に関する計画も明記されている。現実問題としてこのペ

ーパー策定が追いついていない面もあるが、理想的には、関係各機関はこの戦略ペーパーを

基に、支援する分野を検討する。コメ政策ペーパーに関し、FAO によるワークショップが開

催されたと聞いている一方、具体的な戦略書はミャンマーにはまだないものと思料する。今

回、ミャンマー側から保証種子の普及に関するアクションプラン作成の提案がなされた。大

臣の意向が制約要因になるとも予測され、その場合 CARD 並みの国家コメ振興戦略ペーパー

作成支援まで手が回らないかもしれないが、JICA としてアクションプラン作成のための支援

は検討に値する。本プロジェクトにとっても有益で、かつ相乗効果が期待できる。 
 
（4）後継案件の検討 

本プロジェクトが 2016 年 8 月に終了する計画であることを考慮すれば、2015 年度の要望

調査前までに当分野における今後の支援を検討する必要がある。検討する際には、本プロジ

ェクトの残りの期間で普及フローが確立されていることが望ましい。これがなされた場合、

種子フローのなかでの重要課題に絞って技術協力プロジェクトで支援すると効率的であろ

う。例えば、上流部分すなわち育種家種子生産に係る分野の支援に集中して取り組むことも

一案であろう。特に、種子フローの上流で適切な種子が生産できないと下流部分（農家レベ

ル）が大きな影響を受けてしまう。一方、種子フローが確立していないとせっかくの種子が

農家層まで広がらない。本プロジェクトの協力期間中にフローが確立する見込みが薄い、か

つ協力期間を延長すれば見込みが立つ場合は、本プロジェクトの協力期間延長を視野に入れ

る必要があるかもしれない。 
 
７－２ 育種団員所感 

育種団員は、本プロジェクトの短期専門家としてこれまでに過去 4 回ミャンマーに派遣されて

いる。今回の中間レビュー調査でも、PIC 及び JCC の場をとらえて種子生産システムについて発

表を行っており、育種面からの技術的な見解は付属資料 4 に所収の発表内容を参照されたい。 
ミャンマー側 C/P の種子生産システムについては、毎回少しずつ改善されている。今回の中間

レビュー調査を通じて、以前より進歩したと思われる点は次のとおりである。 
① 各品種の BS 栽培は、1 カ所に限定することが望ましいと機会をみて助言してきたが、DAR

が BS を一手に受けもつことを明確にさせたことは喜ばしい。その理由は、本来育種家種

子は 1 つであり、複数箇所で栽培すると場所によって少しずつ異なったものが生産される
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危険性があるためである。 
② FS について、かつては DAR とモービーの DOA 農場の両方で採種栽培していたが、後者

だけにして、DAR では FS 栽培をしなくなったことは、システムを単純明快にした点で評

価できる。これも、上記 2 カ所でどのように FS 生産を分担しているのか、品種によって

分担を分けているのか質問してきたが、DAR に任せることによりシステム上はすっきりし

た。 
③ かつてはミャウンミャの DAR 農場でも数品種を BS 栽培していたが、それは研修用のため

であり、種子生産用ではないと同農場長が今回明言したことは評価できる（上記①を参照）。 
 

赤米については、中間レビュー調査以前から問題として挙げられていたが、これまで特に具体

的な対策は講じられてこなかったように思われるので、以下に赤米に限って論じたい。 
赤米の発生源は、水田の中、あるいは隣接する畦畔や草地、水路等に自生していたイネの近縁

野生種（Oryza rufipogon や O. nivara）との交雑によって生じた種間雑種であろうと思われる。O. 
rufipogon は多年生の、また O. nivara は一年生の野生種であり、いずれもミャンマーだけでなく、

東南アジアに広く分布している。両種とも、栽培種 O. sativa との交雑親和性が高く、容易に交雑

するし、その雑種は十分な稔実を示す。 
これらは、雑草イネ（weedy rice）と呼ばれ、登熟前に容易に脱粒し、強い休眠性があり、高い

競合力をもつという特徴があり、生命力旺盛で、繁殖力が強く、伝搬性に富んでいるので、容易

に広範囲に蔓延することができる。 
野生種の多くが赤米のため、雑草イネの蔓延によって、結果的に赤米が増え、白米に交じるこ

とになる。なお、赤米は、玄米の表層が赤くなるが、これは種皮が赤いということであり、種皮

色は母体の子房に由来しているので、白米の株に赤米の花粉が受粉して受精しても、その雑種種

子そのものは白米の筈である。しかし、その交雑した種子から育った次世代の株は、穂に赤米を

実らせる。これは、赤米になる遺伝子が白米に対して優性のためである。したがって、水田から

収穫されたコメに赤米が交じるのは交配当代ではなく、前の世代か、その前の前の世代以前に交

雑した雑種に由来していると考えるべきである。 
赤米の発生を抑えるためには、まず赤米の発生状況を正確に把握することが必要である。すな

わち、いつ、どの地域のどの水田で赤米が見つかったか、その水田の中と周囲における雑草イネ

の発生状況はどうか、使った RS には問題はなかったか、など原因究明をきちんと行う必要があ

る。これは即対策につながる。 
今回の聞き取り調査によれば、DAR の BS には問題なかった。また、モービーの DOA 農場に

おける FSと RSにも問題はなかった。ミャウンミャ DAR 農場の FSと RS も問題なかったという。

チョンワ村の普及キャンプでミャウンミャ T/S リーダーに質問をしたところ、①RS に問題はな

い、②赤米の出現地域は特定できず、あちこちで発生している、③種子生産農家は、種子生産用

に指定した 1 エーカーではきちんと管理しているが、他の田んぼはさまざまなのでそこから混じ

る可能性がある、と答えた。労力不足で十分な異株除去ができない、収穫して乾燥するときに土

手に干すと交じってしまう、収穫後の注意不足、などを挙げていたが、これらはいずれも「種子

生産の基礎」であり、それがおろそかになっていることが気になった。一方、本プロジェクトの

岡田専門家（種子増殖）によれば、この地域では移植する 6 列の両側は規則的に植えるが、内側

4 列はいい加減になるので列間、株間の異株を見つけにくいという。これも問題である。なぜな
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ら、前作のこぼれ種子は、異株の大きな原因の 1 つであるが、それを十分除去できないのは、種

子生産栽培における重大な欠陥になると思われるからである。植えつけ方法に関する早急な改善

が必要である。 
雑草イネ、赤米問題は、ミャンマーに限ったことではなく、世界中の稲作地帯で問題になって

いるので、情報交換・共有が必要であろう。したがって、赤米対策についても、他の国・地域か

らの有効な手段に関する情報をミャンマーでも十分活用できるであろう。日本にも赤米問題はあ

る。トウコンという、古代に栽培された赤米の子孫が長野県を中心に依然として残っており、現

在の栽培品種と容易に混種してしまう。このための対策もミャンマーとして検討してみれば、有

効な解決の糸口が見つかるかもしれない。 
 
７－３ 営農・普及団員所感 

本プロジェクトでは、これまで DAR での BS 生産、DAR 及び DOA での FS 及び RS 生産を行

い、それらを材料に農村部にて CS 生産を行ってきた。また、農村部にて生産された CS は、DAR
種子検査部にて、その純度も検査されてきた（図－２）。これらの技術・生産的な種子フローに

おいては、種子の適正な品質管理と配布（売買）が行われておらず、また FS 及び RS が CS とし

て使用されている問題も指摘されている。これらの問題を克服するためにプロジェクトでは、種

子フローの順守と厳格な品質管理の実施に関する指導、例えば、T/S の普及員は研修終了後、た

だちに CS 生産農家を集めて研修会を開催したり、一般農家も対象としたフィールドディ等を催

すなどの普及・啓発活動を行ってきた。また、PLA 手法を実践した普及員により、地域のなかに

農民グループができたことでより研修の成果が効果的に現れ、また普及員が農民ニーズを基に参

加型で普及ツールを作成する活動ができるようになったなどの成果も現れている。CS、優良種子

生産に関する種子圃場の職員及び普及員の知識と能力向上が促進されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－２ ミャンマーにおける技術・生産的な種子フロー  
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このような技術・生産的な種子フローの強化、普及をめざしてきた一方で、生産された CS を

農村部にて付加価値をつけ（農民などに認識された状態）、どのような方法で拡めるのか、ある

いは販売するかなど、種子に関する市場価値・販路フローの確立が課題となっている。これは

CS が農村部及び市場においてどのような価値をもっているのか、CS に対する需要（現金売買ベ

ース）あるいは種籾に関する市場について不明な点が多い、または、それらが発達していないこ

となどに起因していると考えられる。これらはベースライン調査でも“Develop appropriate seed 
flow”、“Market opportunity”として指摘されている点である。プロジェクトでも市場価値・販路フ

ローの確立をめざしてきたことではあり、CS の販売は拡大しているものの、一般農家の CS 購買

意欲はいまだ低い状況である。 
ひるがえり、ベースライン調査の結果は非常に興味深い。品質の高い種子の望ましい特性とし

て、高収量であること、高く売れることが顕著に現れており（表－４）、逆にいえば CS 圃場、CS
利用圃場で高収量であることを示し（宣伝し）、また、高く売れること、すなわち販路開拓を行

えば、種子の価値が上がることがだれでも理解できる。さらに、人々は種子の値段が少々高くて

も、高品質の種子を手に入れたいという意思は強いことがうかがえる（表－５）。購入時に少々

高くても、収穫時に高収量でそして高値で売買が可能であれば、そのような種子を手に入れたい

というニーズが高い。 
 

表－４ 品質の高い種子の望ましい特性 

タウンシップ 
（T/S） 

サンプル数

（世帯数） 

望ましい特性 

高収量 高く売れる
病害抵抗

性が高い

虫害抵抗

性が高い
食味が良い 高耐塩性 その他

Laputta 200 163 147 40 39 30 13 18
Myaungmya 204 156 134 41 52 22 3 38
Hinthada 202 186 115 79 56 53 1 17
出所：BASELINE SURVEY REPORT ON JICA PROJECT - DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY MULTIPLICATION 

AND DISTRIBUTION SYSTEM FOR QUALITY RICE SEED（2012 年 3 月）の表を和訳、回答に重複あり 

 
表－５ 良い種子に対しての付加価値の意思 

タウンシップ 
（T/S） 

サンプル数

（世帯数） 

1 basket 当たりの籾が 3,000 チャットである場合、良い種子に対してどの位値

段を上乗せする意思があるか 
同額 500 チャット

以上支払う 
1,000 チャット

以上支払う 
2,000 チャット

以上支払う 
3,000 チャット

以上支払う 
Laputta 200 34 52 90 21 3
Myaungmya 204 37 26 62 50 30
Hinthada 202 37 87 66 9 3
出所：同上、回答に重複なし 
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以上のことを考慮し、これまでのプロジェクトによる種籾の技術・生産的なフローの強化を継

続するとともに、DOA 普及部が組織として普及活動及び市場調査、精米業者等との連携構築を通

じて、市場を開拓し、市場価値・販路フローの確立をめざしていくために以下の事項をプロジェ

クトに期待したい。 
 
（1）種子フロー（技術生産フローと市場フロー）の強化 

技術・生産的な種子フローとして、BS、FS、RS、CS、優良種子（CS 農家で生産された

CS を用いて生産された種子）の生産及びそれら種子の認証検査システム（図－２）が、ま

た、市場価値・販路フローとして、生産された CS の政府機関、農村部及び市場関係者での

付加価値を醸成されることが必要である。そのためには、まずは普及部（DOA、T/S マネジ

ャー、普及員）の組織強化が不可欠で、かつ CS が売れること（付属資料 5 の図 4. プロジェ

クトの市場価値・販路フローモデル）を念頭に活動を計画し、実施に移すことが重要であろ

う。技術・生産的な種子フローと市場価値・販路フローはどちらも欠かせない車の両輪のよ

うなものである。これまでミャンマー政府機関では確立されているとはいい難く、民間企業

も参入し始め今後もダイナミックで流動的であるといえよう。プロジェクトには、統括的に

種子フローの流れを意識しつつ、生産現場と市場現場にも注視し、活動に取り組んでいただ

きたい。 
 
（2）DOA の組織としての強化 

農民のニーズを考慮した「売れる種子」の生産は、プロジェクトにとっては課題となって

いる。DAR 及び DOA においては、技術的には確立されつつあると思われる。改定された PDM
（Ver. 3）では、売れる種子は何か、それを把握する方法は何か、その仕組みの創出に注視し、

活動 3-4「普及員が一般農家に対し CS の利点に関する意識向上のための普及活動を行う」及

び活動 3-5「CS 及び CS 市場情報を収集し、対象地域の関係者間と共有する」を付加した。

CS が市場に出るためには、戦略的に DOA の組織を強化すること、例えば、具体的な普及活

動（何を、いつ、だれが、だれに、など）を行うことが必要であろうし、また、市場を調査

しモニタリングするだけではなく、その過程を可能ならば組織内外で体系化する必要がある

ように思われる（付属資料 5 の図 5. DOA による情報収集・共有と市場会議の概略）。 
 
（3）精米業者との共同作業の開拓 

付属資料 5 には市場フローを数種のモデル図で示したが、生産された CS を売るためには、

つまり農家が儲かるためには、精米業者との連携は必須のように思われる。精米業者との協

同については、ここでもやはり DOA の役割が大きい。農家と精米業者を積極的につなぐ役

割、そのような機会を提供し、すぐには成果が出ないかもしれないが、活動を地味に繰り返

していくことで、体制を整えていただきたい。 
 
（4）広報活動の促進 

試験圃場だけに限らず、農村部においても現地実地試験であろうか、立て看板や農業資機

材を宣伝するチラシが貼られていた。プロジェクトは成果も上がっており、確たる技術と懇

切丁寧な姿勢により、関係する機関及び農家からの評価が高いと思われた。プロジェクトに
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蓄積された情報や進行中の事柄など、内外に発信すれば、より多くの人々の理解を得られ、

活動を進めやすくなると思われる。既述したが、宣伝する効果は非常に大きいと思われる。

こちらも可能ならば DOA をはじめとして戦略的に取り組んでいただきたい。 
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